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予算決算委員会文教厚生分科会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和３年９月２２日（水）

午前１０時００分開会，午後１６時２５分閉会

場 所 第１委員会室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

①認定第１号 令和２年度土浦市歳入歳出決算の認定について～一般会計歳出中第３

款(民生費)ただし第１項(社会福祉費)中第７目(消費者行政費)を除く,

第４款(衛生費)中第１項(保健衛生費),第９款(教育費),第１１款(災

害復旧費)中第４項(厚生関係災害復旧費),特別会計(国民健康保険特

別会計,後期高齢者医療特別会計,介護保険特別会計），実質収支に関す

る調書(国民健康保険特別会計,後期高齢者医療特別会計,介護保険特

別会計)

４ 閉 会

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 下村 壽郎

副委員長 奥谷 崇

委 員 田子 優奈

委 員 目黒 英一

委 員 矢口 勝雄

委 員 塚原 圭二

委 員 鈴木 一彦

委 員 福田 一夫

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２３名）

教育長 入野 浩美

教育部長 望月 亮一
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参事 菊地 正和

教育総務課長 藤井 徹

学務課長 田中 裕之

生涯学習課長 佐賀 憲一

図書館長 武藤 知子

博物館副館長 木塚 久仁子

スポーツ振興課 大橋 博

文化振興課長 中澤 達也

指導課長 長谷川 清美

学校給食センター長 寺崎 敏彦

上高津貝塚ふるさと歴史の広場考古資料館副館長 黒澤 春彦

保健福祉部長 塚本 哲生

社会福祉課長 福原 守

障害福祉課長 小池 政幸

高齢福祉課長 塚本 浩幸

国保年金課長 元川 宏

健康増進課長 水田 和広

こども未来部長 加藤 史子

こども政策課長 菊田 宏巳

こども包括支援課長 中川 光美

保育課長 野中 佑起男

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 鈴木 優大

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○下村委員長 おはようございます。定刻になりましたので，予算決算委員会文教厚生

分科会を開会いたします。本日はコロナ対策のため関係部署以外は第３委員会室に待機

しておりますので，途中入れ替えを行いますのでご了承ください。委員の皆さんにお願

いです。本日は決算の審査となります。決算書に記載の事業や金額等への質問になるよ

うお願いします。また審査の中で，委員長報告の中に意見として入れたい事項がありま

したら，発言をする時に意見として入れたいとお願いいたします。それでは早速審査に

入ります。第３款民生費，第１項社会福祉費，第１目社会福祉総務費から第４目つくし
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の家管理運営費まで執行部の方から説明願いします。

○福原社会福祉課長 歳入歳出決算書の１５０，１５１ページをお開きください。３款

民生費になりますが，民生費全体の執行率は９７．１パーセント，１項社会福祉費の執

行率は９７．９パーセントとなっております。それでは，１目社会福祉総務費から順次

御説明させていただきます。社会福祉総務費につきましては，福祉関係職員の人件費，

社会福祉センター，新治総合福祉センターの指定管理者指定管理料，社会福祉協議会へ

の補助金，国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療の各特別会計への繰出金等が主な

もので，執行率は９６．９パーセントでございます。１５０ページの補正予算額につき

ましては，主に新型コロナウイルス感染症対策事業に伴う増額補正及び特別会計繰出金

等を増額補正したものでございます。１５１ページにお戻りいただき，２節給料から４

節共済費につきましては，福祉関係職員４１人分の人件費でございます。１２節委託料

につきましては，社会福祉センター，新治総合福祉センターの指定管理者指定管理料，

団体で福祉事業を目的に利用することができる，福祉バス運営委託料及び土浦型地域包

括ケアシステムでありますふれあいネットワークを拡充して取り組みます，地域力強化

推進事業，多職種多機能の相談支援体制を構築する多機関の協働による包括的支援体制

構築事業を，土浦市社会福祉協議会に委託して実施しております。１３節使用料及び賃

借料につきましては，行旅死亡人等の遺体搬送のための霊柩車借上料と斎場使用料，戦

没者追悼式の会場借上料等でございます。１４節工事請負費につきましては，新治総合

福祉センターの脱衣所壁及び排煙オペレーター交換工事費用でございます。なお，繰越

明許費は，総合福祉会館並びに新治総合福祉センターのトイレ改修工事費用となってお

ります。１５３ページをお願いします。１８節負担金補助及び交付金の補助金につきま

しては，備考欄の下から３番目，土浦市遺族会運営事業補助金は，茨城県遺族会連合会

の支部として，恒久平和の実現を図るための啓発活動に対する運営補助金となります。

次の，民生委員協議会運営補助金は土浦市民生委員児童委員協議会連合会へ，また，そ

の下の社会福祉協議会補助金は，土浦市社会福祉協議会職員２１人，再雇用職員１人，

嘱託職員３人分の人件費及び各種福祉事業経費に対する補助金となります。１９節扶助

費につきましては，土浦市災害見舞金等支給条例に基づき，火災，風水害等の災害を受

けた方に対する見舞金でございます。全焼３件，半焼１件分の見舞金でございます。２

４節積立金につきましては，寄付金及び銀行利子を社会福祉事業基金に積み立てたもの

でございます。２７節繰出金につきましては，国民健康保険特別会計ほか，２会計への

繰出金でございます。１目の説明は以上でございます。

○元川国保年金課長 ２目国民年金事務費につきまして，御説明いたします。資料は，

１５２ページ，１５３ページ，あと１５４ページの上段まででございます。国民年金事

務費は，国からの法定受託事務等に係る経常的な経費で，人件費が主なものでございま

す。執行率は９８．１パーセント，決算額は前年度比でマイナス２０１万１，０４２円，

５．２パーセントの減となっております。減額となった主な理由は，人事異動に伴う職

員構成の変更等による人件費の減でございまして，１２月議会で減額補正を行ってござ

います。説明は，以上でございます。
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○小池障害福祉課長 １５４，１５５ページをお願いいたします。３目障害福祉費でご

ざいます。障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスや各種福祉手当

等の費用が主なものでございます。執行率は９７．９パーセントとなっております。補

正予算額につきましては，主に，障害福祉サービスの利用増に伴う扶助費の増額補正と，

令和元年度分の国庫負担金等の額の確定に伴う返還金について，増額補正を行ったもの

でございます。それでは，歳出の主なものにつきまして説明いたします。１節報酬につ

きましては，障害者介護認定審査会委員１０名，手話通訳者１名，会計年度任用職員３

名分の報酬でございます。７節報償費につきましては，こころの相談実施に係る精神科

医師１名，身体知的障害者相談員５名，土浦市自立支援協議会委員１３名，障害者計画

策定員会委員１６名の謝礼などが主なものでございます。１１節役務費につきましては，

自立支援給付費支払事務手数料等が主なものでございます。１２節委託料につきまして

は，障害者総合支援法に基づく生活介護事業を実施する，障害者自立支援センターの指

定管理料ほか１２件の委託料で，主に，障害福祉サービスの提供に係るものと，障害者

計画策定業務委託料となっております。１５６，１５７ページをお願いします。１８節

負担金補助及び交付金のうち，放課後等デイサービス利用者補助金は，新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止のための小中高等学校への臨時休業要請に伴い，保護者が就労等で

日中不在となる児童がいる世帯において，放課後等デイサービスの利用が増加すること

による利用者負担の増加分について補助をおこなうものでございます。９月議会で増額

補正し対応いたしました。１９節扶助費につきましては，各種福祉手当や障害福祉サー

ビスに係る給付費などが主なものでございます。前年度対比で６．３パーセント増とな

っております。増加の理由といたしましては，備考欄下から６番目からの介護給付費，

訓練等給付費，障害児給付費の利用人数や利用回数等の増加が主な要因となっておりま

す。１５８，１５９ページをお願いします。２２節償還金利子及び割引料につきまして

は，令和元年度分の国庫負担金等が，給付実績に基づき額が確定したことに伴う返還金

でございます。続いて４目つくしの家管理運営費でございます。補正予算につきまして

は，主に，人件費について増額しております。執行率は９６．９パーセントとなってお

ります。主なものを説明いたします。１節報酬につきましては，嘱託医１人分及び会計

年度職員１５人分の報酬でございます。７節報償費につきましては，歯科健診時の歯科

医師及び歯科衛生士への謝礼でございます。８節旅費につきましては，会計年度任用職

員の通勤手当相当分の交通費でございます。１０節需用費のうち，修繕料につきまして

は，施設の雨漏り修繕と，建物の消防検査を受けた際に，誘導灯の点灯不備の指摘を受

けたことから修繕を行ったものでございます。１２節委託料につきましては，備考欄記

載のとおり施設の維持管理に係る定例的業務委託６件でございます。１６０，１６１ペ

ージをお願いします。１４節工事請負費につきましては，先ほど１０節需用費修繕料で

お話ししました，建物の消防検査の際に，誘導灯増設の指導を受けたことから，予備費

を充用し，誘導灯を１基増設したものでございます。説明は以上です。

○下村委員長 ありがとうございます。ただいままでの説明について，御質疑等はござ

いますか。
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○鈴木委員 １５１ページの福祉バス運営委託料がありますけれども，これは当初の予

算よりは，執行した金額というのが大分減っている形ですか。それとも，額面どおりで

きていますか。

○福原社会福祉課長 福祉バスの運用のお話でございますが，やはりコロナ感染症の影

響でかなり利用率は減っております。参考までに令和２年度の利用件数が１０件という

ことで，ほぼほぼ使われていない状態です。説明は以上です。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 ないようですので，次に移ります。第５目老人福祉費から第６目医療福

祉費，第８目後期高齢者医療給付費から第１１目特別定額給付金給付事業費まで執行部

よりお願いします。

○塚本高齢福祉課長 決算書の１６０，１６１ページをお願いいたします。５目老人福

祉費でございます。高齢者福祉サービスや高齢者の生きがいづくり，老人福祉センター

の管理運営など，高齢者福祉に要する費用となります。執行率につきましては，７４．

９パーセントでございます。補正予算８，２１９万８，０００円につきましては，６月

議会に２件，１２月議会で２件，１月に専決処分したものが１件，そして３月議会で３

件の計８件ございます。６月議会での２件の補正予算は，荒川沖地区の介護事業所が行

う施設整備並びに開設準備に対する補助金で，県からの内示があったことから，補正予

算を計上いたしております。１２月議会での２件は，新型コロナウイルス感染症拡大防

止策として，老人福祉センターなど，高齢者が利用する施設へ配置する消毒液や，マス

クなどを購入するための経費及び茨城県の補助事業で，在宅医療サービスの基盤整備に

対する助成で，訪問看護事業所が訪問用の車両の購入の申請に対し，県から内示があり

ましたので，１２月議会で補正予算を計上したものです。１月に専決処分いたしました

補正予算は，早急に対応する必要があった，ふれあいセンターながみねのエアコン更新

工事のための補正でございます。３月議会での補正は，新型コロナ感染症対策のための

ものが２件，また，居宅サービスの利用に対する扶助費の補正が１件でございます。予

備費支出及び流用増減１７０万４，０００円につきましては，緊急の修繕があり，予備

費を充用して老人福祉センターの修繕を行っております。それでは，歳出の主なものに

つきまして，御説明させていただきます。７節報償費につきましては，金婚をたたえる

集いに出席された８４組に対する記念品や，１００歳を迎えられた方への祝金などでご

ざいます。１０節需用費の消耗品費につきましては，先ほど１２月の補正予算のところ

でも説明いたしましたが，新型コロナウイルス感染症拡大防止策として，老人福祉セン

ター等に消毒液やマスクなどを配置するための購入費用でございます。修繕料につきま

しては，老人福祉センターやふれあいセンターながみねの施設設備等の修繕料で，当初

の予算額を上回ったことから，予備費からの充用，または流用により対応してございま

す。１２節委託料です。備考欄に記載のとおり，老人福祉センター湖畔荘，うらら，つわ

ぶき，ふれあいセンターながみねの指定管理者指定管理料などが主なものとなります。

１６２，１６３ページをお願いします。１３節使用料及び賃借料につきましては，概ね
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６５歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象にした，緊急通報システム機器の借上げ料や

金婚をたたえる集いの会場使用料でございます。１４節工事請負費につきましては，老

人福祉センター湖畔荘のＰＡＳ更新工事でございます。繰越明許費につきましては，１

月の補正予算専決処分のところでも御説明いたしました，ふれあいセンターながみねの

エアコン更新工事のほか，老人福祉センター湖畔荘及びつわぶきのトイレ洋式化と蛇口

の交換工事につきまして，年度内に工事が終了できないことから，令和３年度へ繰越し

たものでございます。１８節負担金補助及び交付金の補助金につきましては，高齢者ク

ラブ，シルバー人材センター，社会福祉協議会等への補助金のほか，先ほどの補正でも

御説明いたしました，老人福祉施設開設準備経費への補助金や，訪問看護事業所の車両

の購入に係る補助金等が主な支出となります。なお，繰越明許費につきましては，老人

福祉施設の施設整備に対する補助金で，工事の遅れに伴い，年度内に執行できなくなっ

たことから，令和３年度へ繰越したものです。１９節扶助費につきましては，１６４，

１６５ページをお願いします。備考欄記載のとおり，養護老人ホーム入所者３名分の措

置費，低所得者が居宅介護サービスを利用した際に，自己負担額の２分の１を助成する

居宅介護サービス利用者負担額助成費，のりあいタクシー利用者の年会費を助成する高

齢者移送サービス利用助成費などが主なものでございます。説明につきましては，以上

でございます。よろしくお願いいたします。

○元川国保年金課長 ６目医療福祉費でございます。小児，ひとり親家庭，妊産婦，重

度心身障害者等に対する医療福祉費支給制度マル福に係る経費でございます。前年度と

の変更点といたしましては，小児のマル福について，令和２年１０月診療分より，市単

独による助成対象を高校生相当年齢の外来まで拡大するとともに，所得制限を撤廃いた

しました。執行率は８３．６パーセント，決算額は前年度比較でマイナス１億１３７万

９，９２９円，１０．３パーセントの減となっております。令和２年度受給対象者数は

２万５，２１４人，前年度比でプラス６１人，０．２パーセントの増となっております。

１節報酬から８節旅費までは，マル福を担当する会計年度任用職員４名分の人件費でご

ざいます。１１節役務費は，県国保連合会と社会保険診療報酬支払基金に対する診療報

酬明細書，レセプトの審査手数料でございます。１２節委託料は，医療福祉費連名簿デ

ータ提供委託料で，県内市町村が県国保連合会に委託しているマル福の審査支払事務に

係る共同電算処理経費でございます。１９節扶助費は，マル福により医療費の自己負担

分を助成するもので，県と市で２分の１ずつ負担する県制度のマル福と，市で全額を負

担する市単独分のマル福があり，備考欄記載の区分により助成しているものでございま

す。１６６ページ，１６７ページをお願いいたします。８目後期高齢者医療給付費でご

ざいます。後期高齢者医療給付費は，後期高齢者医療制度を運営する茨城県後期高齢者

医療広域連合への負担金でございます。執行率は９９．６パーセント，決算額は前年度

比でプラス８５万１，１７２円，０．１パーセントの増となっております。１８節負担

金補助及び交付金でございます。備考欄１行目に記載の後期高齢者医療広域連合市町村

負担金は，広域連合の人件費や事務経費等に対する負担金，また，その下の後期高齢者

医療給付費市町村負担金は，医療給付費に係る負担金でございます。なお，前者につき
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ましては，年度当初予算に不足が見込まれたことから，６目医療福祉費，１９節扶助費

より流用しております。説明は，以上でございます。

○福原社会福祉課長 続きまして，９目生活困窮者自立支援事業費でございます。本事

業は，平成２７年４月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき，経済的に困窮し，

最低限の生活を維持することができなくなる恐れのある生活困窮者に対して，生活保護

に至る前の段階から，支援を行い自立の促進を図るもので，執行率は８７．２パーセン

トでございます。補正予算額につきましては，扶助費と国庫負担金返還金を増額補正し

ております。１６７ページを御覧ください。１節報酬，３節職員手当等は，就労支援員

１名の嘱託員報酬です。１２節委託料は，必須事業であります生活困窮者自立相談支援

事業で，相談窓口の設置，相談支援員，就労支援員の配置，住居確保給付金の申請受付

業務を社会福祉協議会へ委託しております。１９節扶助費は，住居確保給付金事業で，

離職等により経済的に困窮し，住居を失った又はそのおそれがある者に対し，家賃補助

を行うものであります。当初予算にて，２８世帯を見込んでいましたが，申請者世帯の

増加により，６月議会にて増額補正を行っております。２２節償還金利子及び割引料は，

令和元年度国庫負担金の精算による返還金で，３月議会において，増額補正を行ってお

ります。９目の説明は以上でございます。１６９ページをお願いします。続きまして，

１０目プレミアム付商品券事業費は，令和元年１０月の消費税，地方消費税率引上げが

低所得者，子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに，地域における消費を下

支えするため，低所得者，子育て世帯主向けにプレミアム付商品券を発行したものです。

国の予算の関係から，事業費は繰越事業費となり，令和２年３月に商品券を使用された

分につきまして，４月に換金を行うことから，その清算に伴う費用を２年度事業として

実施いたしております。１２節委託料は，商品券の使用期限が令和２年３月末までとな

り，３月に使用され店舗からの請求による換金が３月末で終了しないため，土浦商工会

議所に換金業務を委託しているプレミアム付商品券事業委託料となります。１８節負担

金補助及び交付金は，プレミアム付商品券事業補助金について，商品券を使用した店舗

等からの請求に対する換金業務を土浦商工会議所に委託しており，換金のための原資補

助でございます。２２節償還金利子及び割引料は，当該事業の補助金の返還金となって

おります。１０目の説明は以上でございます。続きまして，１１目特別定額給付金給付

事業費についてご説明いたします。事業内容につきましては，新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策に基づき，市民全員に１人当たり１０万円の特別定額給付金を支給する

もので，全額国庫補助となります。支給実績でございますが，支給対象者１４万１，７

８０人に対し，１４万１，３１８人に給付を行い，給付率は９９．６７パーセントとな

っております。主な支出といたしましては，１１節役務費は，申請書等発送の際の郵便

料と給付金振込の際の振込手数料となります。１２節委託料は，システムの電算業務委

託料と受付及びデータ入力等の事務補助員の人材派遣委託料となっております。１３節

使用料及び賃借料は，コロナ感染症予防対策として，受付室に設置いたしました空気清

浄機の借上料となっております。１８節負担金補助及び交付金は，特別定額給付金の支

給原資となります。１１目の説明は以上でございます。
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○下村委員長 ありがとうございます。これまでの説明で，御質問等はございますか。

○奥谷副委員長 おはようございます，よろしくお願いいたします。１６４ページ，１

６５ページに戻らせていただきます。６目医療福祉費の１９節扶助費，こちらの中で不

要額が約１億６，６００万円出ておりますけれども，この内容の内訳について御説明を

お願いいたします。

○元川国保年金課長 こちらは，通常ですともうちょっと医療費が掛かる見込みだった

んですけれども，一概には言えませんけれども新型コロナウイルス感染症とかの受診控

えですとか，あるいは，その感染対策をしたことで，例えばインフルエンザのまん延が

なかったとかそういった事情によりまして，受診控えとかも含まれると思うんですけれ

ども，予定していた扶助費に不用額が出たということで，具体的に内訳というのは特に

ございません。以上でございます。

○奥谷副委員長 特に大きく目立ったところは，特段ないという認識でよろしいのでし

ょうか。

○元川国保年金課長 こちらの項目ごとに分析してみますと，対前年度で増えている部

分というのもございます。先ほど申し上げた，高校生まで拡大した部分も含まれるので

すけれども，小児全体では前年度比で減っているにもかかわらず，市単独の部分は対前

年度比で１０パーセント程度増加しております。あと増加しているのが，母子の部分も

増加。それ以外は，軒並み対前年度比で減少という状況でございます。

○福田委員 老人福祉費なんですが，執行率が７０パーセント台というのはどういう訳

なのでしょうか。

○塚本高齢福祉課長 執行率が低い理由につきましては，繰越明許費が６，６８５万５，

２００円ということで，工事関係が遅れのものがあります。そういった関係で，執行率

が低くなっているものでございます。

○福田委員 工事というのはどこの工事でしょうか。

○塚本高齢福祉課長 工事につきましては，６月議会で補正いたしました荒川沖地区の

介護事業所に対する補助金。それから，老人福祉センターのトイレ洋式化，蛇口の交換

工事，ながみねのエアコン設置工事。こういったものが，遅れ等によるものでございま

す。

○矢口委員 １６８，１６９ページのプレミアム付商品券事業費について伺います。こ

ちらは，買っていただく方ではなくて全額支給だったと思うんですけれども，実際に使

われた率というのを教えていただけますか。

○福原社会福祉課長 こちらのプレミアム付商品券事業なんですが，引換えに伴いまし

て２万円お支払いいただきまして，２万５，０００円の商品券を購入していただくとい

うような制度になっております。実際に，引換えに伴いまして５００円の１０枚つづり

の券。そちらを１枚４，０００円。５，０００円相当の金額なんですが，４，０００円で

お売りしまして，２万円で５セットまで買えるというようなところで販売いたしました。

販売につきましては，人数ではなく冊数になるんですが３万３，６０７冊をお買い求め

いただきまして，実際の該当者から割り出した冊数が最大１４万９１０冊ということで，
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それが５冊というような算定をいたしますと，２３．８パーセントの販売率となってお

ります。説明は以上です。

○矢口委員 同じページの特別定額給付金の件なんですが，こちらは９９．６７パーセ

ントということで，ほとんどの方が受給されたということだと思うんですが，コストの

部分でお伺いしたいのですが，１人に１０万円給付するに当たってどれだけの経費が掛

かっているのか。自分で電卓を叩けば分かるのかもしれませんが，教えていただけます

か。

○福原社会福祉課長 すみません。私も電卓を叩いていないので，具体的な数字はお出

しできないので，計算してまた後ほど説明したいと思います。

○福田委員 プレミアム付商品券ですが，５００円券で買物ができない店舗があるとい

うことで，非常に使い勝手が悪いというふうに苦情がきているのですが，その辺いかが

でしょうか。

○福原社会福祉課長 確かにそういった声が市民の方からいただいているところではご

ざいますが，この５００円以上の小単位になりますと，中々逆に使い勝手が，管理関係

も含めまして難しいというところもございまして，最少単位を５００円ということで，

今回は発行をさせていただいたところでございます。

○福田委員 ５００円券では使えないという苦情に対しての対応は，どういうふうにこ

れからなるのでしょうか。

○福原社会福祉課長 そちらにつきましては，５００円単位ということで販売をさせて

いただいておりますので，５００円以下の場合には御使用を控えていただきたいという

ことで，お願いという形になってしまうと思うのですが，進めていくことになるかと思

います。以上でございます。

○目黒委員 今の福田委員の追加といいますか，使い勝手が悪いというか，使える店舗

が限られているというところでじゃないかなと思うんですけれども。私も多く，５００

円券使える所が近所にないという。地域のお店を盛り上げるためのプレミアム付商品券

とよく存じてはいますけれども，特に高齢者の方から，近所にないからこれいいやとい

うような方もいらっしゃったので，今後特に小さい，地域に根差した食料品店なんかは

５００円券の対象にしてもいいのかなと思ったんですけれども，いかがでしょうか。

○福原社会福祉課長 こちらのプレミアム付商品券事業は，令和元年度事業でして，事

業自体は終了している事業でございます。ですので，この先の対応についてはちょっと

しかねるかなと思っております。説明は以上です。

○下村委員長 委員の皆様にお願いいたします。最初に申し上げましたけれども，決算

書に記載の事業や金額等への質問になるようにできるだけお願いいたします。

○塚原委員 １６１ページなんですけれども，ひとり暮らし老人愛の定期便ですね。こ

れの利用者の数を教えていただけますか。

○塚本高齢福祉課長 昨年度，令和２年度につきましては，１４８名の方の利用がござ

いました。以上でございます。

○田子委員 １６７ページの住居確保給付金について，この年度でどういった状況だっ
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たか詳しく教えていただけますでしょうか。

○福原社会福祉課長 住居確保給付金なんですけれども，こちらの事業につきましては，

当初見込みが甘いといったところもあったと思うんですが，２３世帯につきましての予

算計上をやらせていただきました。実際，コロナの長引く影響というところで，最終的

には令和２年度の実績といたしまして，１５１世帯の申請を社会福祉協議会の方なので

すが申請をいただいております。引き続き，こちらの事業につきましては，令和３年度

につきましても事業を継続しておりますので，生活困窮者の住居確保につきましては，

こちらの方で対応させていただきたいと考えております。説明は，以上です。

○田子委員 １５１世帯全部が，申請が受理されたのでしょうか。

○福原社会福祉課長 申し訳ありません。全体の申請件数が手持ちにございませんので，

はっきりとは言えませんが，却下されたものも数名いると聞いております。

○田子委員 却下された理由はお分かりですか。

○福原社会福祉課長 こちらにつきましては，資産要件，所得要件等ございますので，

そういったもので該当しないというような決定をされてものが数名いると聞いておりま

す。

○目黒委員 １６３ページの扶助費の一番下の方の内訳ですね。電話の基本料金の助成，

また，マッサージの助成費。サービスを受けられた方の内訳とその内容とかを，もし分

かる範囲で教えていただけたらと思います。

○塚本高齢福祉課長 １６３ページの扶助費の福祉電話の件数でよろしいでしょうか。

助成件数，令和２年度につきましては２５名でございます。次のはり，きゅう，マッサ

ージ施術助成費につきましては，６１８冊ということでございます。１冊８枚つづりの

ものが６１８冊でございます。ほかにもございますか。

○目黒委員 用具給付費の具体的にどういうものだとか，利用サービスの利用者数等も

お願いします。

○塚本高齢福祉課長 手持ちにございませんので，後ほど御説明させていただきます。

○目黒委員 電話は，携帯電話でよろしかったでしょうか。

○塚本高齢福祉課長 固定電話でございます。

○目黒委員 分かりました。あとは後ほどお願いします。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 換気のために暫時休憩させていただきます。

【休憩】

（午前１０時４８分再開）

○下村委員長 再開いたします。先に説明があるそうです。

○福原社会福祉課長 先ほどございました矢口委員からの，定額給付金の１人当たりの

費用ということでございますが，総支出が１４２億２，１５１万４，３１２円でして，

その中から原資部分，１０万円をお支払いした部分ですね，そちらの部分１４１億３，

１８０万円を差し引きしますと，８，９７１万４，３１２円になります。こちらが事業
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費となります。こちらを支給した人数，給付人数ですね，１４万１，３１８人で割り返

しますと，６３４．８円。１人頭６３４．８円という計算になります。以上でございま

す。

○塚本高齢福祉課長 先ほど目黒委員からございました，日常生活用務給付費の件でご

ざいますが，令和２年度の実績についましては，シルバーカーが３件，住宅用防火警報

器が１件。以上ででございます。

○下村委員長 ありがとうございます。それでは，引き続き審査に入ります。第２項児

童福祉費，第１目児童福祉総務費から第７目児童館費までをお願いします。

○菊田こども政策課長 第２項児童福祉費，第１目児童福祉総務費から第７目児童館費

について，順次説明させていただきます。決算書の１６８，１６９ページをお願いいた

します。２項児童福祉費の執行率は，９４．９パーセントでございます。１目児童福祉

総務費です。児童福祉総務費につきましては，こども福祉課，こども相談課職員の人件

費，家庭児童相談員の配置や児童虐待防止活動などに要する費用，子ども子育て支援国

庫交付金返還金などに要する経費で，執行率は，９９．０パーセントです。それでは，支

出の主なものについて説明させていただきます。１節報酬については，家庭児童相談員

２名，子ども子育て会議委員延べ１０名に対する報酬です。１７０ページから１７１ペ

ージをお願いいたします。２節給料から４節共済費につきましては，こども福祉課，こ

ども相談課の２３人分の人件費です。７節報償費については，虐待，ネグレクトなどを

受けている要保護児童の早期発見，早期対応による支援会議として設置している，要保

護児童対策地域協議会の開催に伴う委員７名分の謝礼です。２２節償還金利子及び割引

料について，返還金は，令和元年度の子ども子育て支援国庫交付金の返還金です。実績

額と差が生じたもので，３月議会に増額補正を行い，支出しております。２目児童福祉

対策費につきましては，子育て支援コンシェルジュや助産師の配置，市内に２か所設置

している子育て交流サロンの管理運営，少子化対策などに要する経費です。執行率は，

７３．５パーセントですが，新型コロナウイルス感染症対策に係る事業で，繰越して執

行している事業が大きく影響しています。繰越明許費１，８２４万５，０００円とござ

いますけれども，そのうち出産育児特別給付金，これが１，８１９万２，０００円とい

うものがございます。後ほど御説明させていただきます。１節報酬については，子育て

支援コンシェルジュ２名，助産師２名に対する報酬です。１０節需用費について，５万

３，０００円の繰越明許費がありますが，これは，新型コロナウイルス感染症対策に係

る事業で，子育て交流サロンの手洗い蛇口改修等です。３月議会で補正計上し，繰り越

して実施しております。６月に工事が完了しております。１２節委託料について，備考

欄一番上の，子育て交流サロン運営委託料で，子育て交流サロンわらべとのぞみの運営

を，土浦市更生保護女性会へ委託しています。備考欄の下から２番目の，支援対象児童

等見守り強化事業委託料につきましては，予算を流用して，令和２年１２月から実施し

ている事業で，コロナ禍において，子ども食堂を行っているＮＰＯ法人に委託し，支援

の必要な児童に対し，見守り体制の強化を図ったもので，対象児童２名に対し，８回の

訪問を実施しました。また，備考欄，一番下の産後ケア事業委託料については，延べ２
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３日，５名の利用がありました。１７２ページから１７３ページをお願いいたします。

１８節負担金補助及び交付金について，補助金のうち結婚新生活支援事業費補助金は，

結婚に伴う引越し費用を支援することにより婚姻増加につなげるもので，コロナ禍の収

入減の影響もあり，見込みより申請件数が多かったことから，１２月に増額補正を行っ

ております。交付件数は１３件です。出産育児特別給付金は，国の特別定額給付金，１

人１０万円給付の基準日，令和２年４月２７日以降に生まれたお子さん，令和２年４月

２８日から令和３年４月１日生まれまでにつきまして，市独自に給付金１人につき１０

万円を給付する事業で，国の地方創生臨時交付金を活用するものとして，７月臨時議会

で補正計上しました。令和２年度は６４９人分を支給し，予算残額を令和３年度に繰り

越し，令和３年度は６０人分，トータルで７０９人分の支給をしております。マタニテ

ィータクシー利用補助金は，感染症の拡大防止のため，妊婦が健診受診等で移動する際，

公共交通機関等の利用を避け，移動できるタクシーの初乗り料金運賃相当額１４回分を

助成するものです。国の地方創生臨時交付金を活用するものとして，９月議会で補正計

上しました。７１人延べ１４６回分の使用がありました。２２節償還金利子及び割引料

につきましては，国から令和元年度産後ケア事業に係る母子保健衛生費補助金の交付を

受けましたが，精算による超過分を返還したものです。次に，３目児童手当費につきま

しては，児童手当支給に関する経費で，執行率は９７．４１パーセントでございます。

１１節役務費，１２節委託料及び１８節負担金補助及び交付金の，補助金のところの就

学前児童に対する臨時給付金につきましては，新型コロナウイルスの影響を受けている

子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして，市内の公立小中学校等へ通う児童生徒

の給食費の２か月分を無料化したことと合わせ，就学前児童に対して給食費相当の食費

支援を行う目的で，就学前児童がいる世帯に，市独自の給付を行ったもので，地方創生

臨時交付金を活用しました。１９節扶助費については，児童手当の支給額です。中学校

卒業までの児童を養育している者を対象者として支給するもので，延べ２万８，７６４

件分です。支給総額は，前年度比３．９パーセントの減，金額にして７，９９３万５，０

００円の減となっております。次に，４目母子父子福祉費につきましては，母子父子家

庭等への支援対策にかかる経費で，執行率は９５．５パーセントでございます。補正予

算につきましては，１０節需用費，１１節役務費，１２節委託料，１８節負担金補助及

び交付金において，新型コロナウイルス感染症対応の事業を３本について計上し，実施

しています。１７４ページから１７５ページをお願いいたします。まず１本目は，１８

節補助金の１つ目の児童扶養手当受給者への独自給付金でございますが，児童扶養手当

を受給する世帯に，地方創生臨時交付金活用して，市独自の給付を行いました。５月臨

時議会の補正で，児童１人当たり１万円の支給をしております。２本目と３本目は，補

助金の２つ目のひとり親世帯臨時特別給付金です。低所得のひとり親世帯に，特に大き

な影響があるとして，国が第２次補正により創設したもので，本市では７月４日に専決

処分を行い実施しました。１世帯５万円，それ以降１人当たり３万円を加算しての支給

でございます。その後も生活実態は依然厳しい状態にあることから，国は予備費活用を

決定し，市では１２月補正予算に基づき再支給を行いました。これらの国が創設した給
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付金支給については，事業費及び事務費は国１０分の１０の補助により実施しています。

１９節扶助費については，児童扶養手当及び，土浦市独自の手当である遺児手当，高等

職業訓練促進給付金の支給総額です。児童扶養手当は，主に母子父子家庭で，１８歳に

なった年度末までの児童を養育している者を対象として支給するもので，延べ７，５６

６件分です。扶助費の支給額は，前年度比２０．８パーセントの減，金額にして約１億

７，１００万円の減となっております。令和元年度には，児童扶養手当の支払時期につ

いて，４か月ごとを２か月ごととする調整を行い，年度内の支払額が一時的に増額とな

りましたが，令和２年度は通年ベースに戻ったため，そのような結果になっております。

２２節償還金利子及び割引料の返還金は，令和元年度に実施した，未婚の児童扶養手当

受給者に対する臨時特別給付金支給に係る事業費，事務費の精算額の国への返還金です。

５目保育所費につきましては，公立保育所６か所の運営や，地域子育て支援センター事

業委託料などに係る経費で，執行率は９３．０パーセントでございます。補正予算額に

つきましては，人件費については，１２月議会で増減額の補正を行いました。また，新

生保育所の民間移管にあたり，市の南地区での公立保育所における０歳児保育を荒川沖

保育所で実施するよう保育室の改修を行いました。コロナ禍で運動会を保護者参加なし

で行う代わりに，様子をビデオ撮影し動画記録を配布したこと，親子遠足時の対策とし

て借上げバスを増やしたことなどにおいて，予算を流用して対応しております。そして，

コロナ対策として，国の緊急対策や２次補正，３次補正を受けて市で補正予算を計上し

執行をしたものがあります。１節報酬については，各保育所において児童の健診をお願

いする内科医，歯科医の嘱託医報酬，会計年度任用職員として雇用する保育士，こども

福祉課事務補助の報酬です。２節給料から４節共済費については，保育所正職員である

保育士，調理員，管理員，計７４人分の人件費です。８節旅費から１０節需用費につい

ては，こども福祉課と各保育所の執行です。１０節需用費において，消耗品費では，教

育，保育施設の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策，国１０分の１０補助の

ものとして，マスクや消毒剤などに係る経費で，国の１次補正や２次補正に伴うもので

す。１７６ページから１７７ページをお願いいたします。１２節委託料について，主な

ものは，備考欄中ほどの保育所管理員用務委託料で，公立保育所３か所分です。次に，

下から３番目の公立保育所民間活力導入実施計画，後期計画の策定委託料があります。

その下の，地域子育て支援センター事業委託料は，市内３か所の民間保育所に事業を委

託しているものです。一番下の，公立保育所行事撮影委託料は，公立保育所の運動会に

おいて，その様子をビデオ撮影し，映像のＤＶＤを保護者へ配布したものです。１３節

使用料及び賃借料で，自動車借上料については，１０月の親子遠足において，感染対策

として座席の間隔を空けるために，借上げバスの台数を増やして対応したものです。い

ずれも予算の流用により対応しました。１７８ページから１７９ページをお願いします。

１４節工事請負費で荒川沖保育所０歳児保育室整備工事費は，予算の流用により対応し

ました。１７節備品購入費では，施設管理運営用備品においては，荒川沖保育所の０歳

児保育実施に伴う備品購入費について，予算の流用により対応しています。また，霞ヶ

岡保育所，東崎保育所において，エアコンを設置しております。そして，感染症対策用
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備品については，教育，保育施設の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策，国

１０分の１０として，衛生用備品購入に係る経費で，国の１次及び２次補正に伴うもの

です。１８節負担金補助及び交付金について，主なものとしまして，備考欄の補助金の

１番目，多子世帯保育料軽減事業費補助金は，年収約６４０万円未満の世帯を対象とし

て，第３子以降の３歳未満児の保育料無償化，第２子の３歳未満児の保育料を半額に軽

減する事業で，負担割合は県２分の１，市２分の１です。また，その下の，民間活力導入

円滑化事業費補助金は，民間活力導入にあたり，保育環境の変化による子どもの影響を

最小限にすること及び円滑な引継ぎを行うことを目的に行っている事業です。派遣する

保育士等の給料の一部補助で，新生保育所の移管に伴うものです。２２節償還金利子及

び割引料の社会福祉施設等整備事業費補助金返還金は，桜川保育所の移管，令和２年４

月１日に伴い，桜川保育所建設工事に対する交付金の返還金です。６目私立保育園費に

つきましては，市内１６か所の民間保育所及び１０園の認定こども園，８園の地域型保

育，そして，市外の民間施設の運営に係る経費で，執行率は９４．２パーセントでござ

います。コロナ対策として，国の緊急対応策や２次補正３次補正を受け，また国の創生

交付金を活用して，市の補正予算を計上して執行したものがあります。１０節需用費に

おいて消耗品費では，教育，保育施設の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策，

国１０分の１０として，消毒用アルコール等を購入し各施設へ配布しております。また，

国創生臨時交付金の活用として，国の２次補正による慰労金支給事業の対象外とされた，

未就学児を預かる民間保育施設等に勤務する職員に対して，慰労のためのプレミアム商

品券の配布を行いました。１８０ページから１８１ページをお願いします。１２節委託

料の民間保育所入所児童委託料は，市内の民間保育所に入所する児童の委託料です。公

立保育所の民間活力導入による民間移管，桜川保育所でございました，これにより民間

保育園が増加したことに伴い，増額となっています。１７節備品購入費は，教育，保育

施設の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策，国補助１０分の１０として，衛

生用備品を購入し各施設へ配布しております。１８節負担金補助及び交付金について，

備考欄２番目の民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金は，民間保育所の１歳児の保育

をする非常勤保育士の雇用経費を助成するもので，県の負担は２分の１です。備考欄４

番目の障害児保育事業費補助金，これは市単独の補助であります。これは，障害児保育

に係る加配職員を配置している民間保育施設に交付するものです。令和２年度から対象

児童，職員の資格，配置要件を緩和しています。備考欄下から４番目の私立保育園等整

備費補助金については，民間保育，教育施設整備に係る補助金です。もみじこども園の

整備に掛かるものでございます。その下の病児，病後児保育事業費補助金は，保護者の

就労等により，昼間保育に欠ける病児等を保育所又は認定こども園等で保育することへ

の補助です。令和 2年度より，病児対応型について，塚原医院により対応しております。
令和２年度で，のべ１０人の利用がありました。その下の民間保育所等運営費補助金は，

保育士の離職防止や新規確保を目的として，保育士の処遇及び職員の資質向上にかかる

経費に対して補助している市の単独事業です。一番下の新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援事業費補助金は，国の２次補正による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
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として，保育施設等に消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入等に必要な経

費を支援するものです。３５施設へ補助しました。１９節扶助費については，私立の認

定こども園や地域型保育施設等への給付費です。幼児教育，保育の無償化により，保育

料や一時預かりの無償化，副食費免除に伴う増額の影響があります。１８０ページから

１８１ページ，１８２ページから１８３ページにわたって記載されております。なお，

１号は幼児教育，２号は３歳児以上の保育，３号は３歳児未満の保育です。保育料の無

償化につきましては，３歳以上，また０から２歳児では住民税非課税世帯について対象

となっています。また，副食費，おかず代については，低所得者や多子世帯について対

象となっております。認定こども園や地域型保育については，認定こども園施設型給付

費や地域型保育給付費について無償化分が増額となっております。子ども子育て支援新

制度へ移行していない幼稚園や認可外保育施設では，市から施設への給付費はないので

すが，無償化分としては，利用給付費として支出しております。利用給付費は，預かり

保育や一時預かりも対象となります。無償化は令和元年１０月から始まっており，令和

元年度は半年分，令和２年度は１年分の影響がありますので，令和元年度と２年度とを

比べると，２年度は半年分増額となる影響が出ております。１８２ページから１８３ペ

ージをお願いします。２２節償還金利子及び割引料については，令和元年度の子どもの

ための教育，保育給付費，子育てのための施設等利用給付費，保育所等整備交付金につ

いての国庫交付金の返還金です。いずれも，実績による精算で，３月議会で補正増額を

行い，支出しました。７目児童館費につきましては，市内３か所の児童館，都和，ポプ

ラ，新治の管理運営に関する経費で，執行率は，９６．２パーセントでございます。補正

予算額につきましては，児童館職員１０名分の人件費について，人事異動等に伴い１２

月議会で減額補正を行いました。また，国の創生交付金を活用して，新型コロナウイル

ス感染症予防対策として，市内３か所の児童館における設備の一部を改修する費用につ

いて，３月議会で補正増額し，全額を翌年度へ繰り越しております。１節報酬について

は，児童館３館の非常勤職員の報酬です。１８４ページから１８５ページをお願いしま

す。２節給料から４節共済費については，職員１０人分の人件費です。１５節工事請負

費については，各児童館のトイレの洋式化やトイレ手洗い自動水栓化及び水道蛇口レバ

ーハンドル化の工事に係る費用です。３月議会で補正増額しており，年度内の改修が見

込めないため，全額を翌年度へ繰り越して実施しております。８月に工事が完了してお

ります。１８節備品購入費では，都和児童館において事務室のエアコンを購入しました。

児童福祉費の説明は，以上でございます。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

○塚原委員 １７５ページの高等職業訓練促進給付金，１，０００万円ちょっとなんで

すけれども，対象人数，受けた人数を教えていただいてよろしいでしょうか。

○菊田こども政策課長 高等職業訓練促進事業費につきましては，令和２年度で合計８

人です。内訳としまして，看護師３人，准看護師２人，臨床検査技師１人，美容師１人，

保育士１人の合計８人でございます。

○矢口委員 １７３ページ，マタニティータクシーの件をお伺いします。こちらは，と
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ても良い施策だと思っているのですが，今回の利用が７１人，延べ１４６回という実績

は，どのように評価されていますか。

○中川こども包括支援課長 こちらが昨年の１０月から実施されたものでして，この１

０月に母子手帳を交付された方に，順次タクシー券を交付しております。妊娠初期に関

しましては，まだ御自身で病院など，車などを運転して通えることが多く，妊娠後期か

ら出産に向けてタクシーを利用される方が多かったようで，年度末にかけての利用が

徐々に増えてきている状況でした。ですので，１０月に妊娠初期の時点で交付している

ものですから，年度末，それから令和３年度に向けて利用の件数が増えていることで，

実際の人数が少ないという点が１点と，去年も御指摘を途中でいただいていたのですけ

れども，１回に１枚の７３０円初乗り分しか使えないというような使い勝手が悪かった

ようなお話もいただいておりますので，来年度に向けてその使い方については，今後考

えさせていただいて，利用が増えるような配付の仕方を考えていきたいと思います。以

上です。

○矢口委員 ありがとうございました。先ほど申しましたとおり，とても良い内容なの

で，是非利用の促進とか周知に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○田子委員 １７５ページの高等職業訓練促進給付金についてなんですけれども，こう

いうものがあるんですよというのは，ひとり親の方にどのようにお知らせてしているの

かということを教えていただけますか。

○菊田こども政策課長 市のホームページに掲載させていただいておりますし，窓口に

毎年現況届，８月に来られますけれども，その際にもこういう制度があるということの

周知をさせていただくなど，対応させていただいております。

○田子委員 分かりました。児扶の申請に来られた時点で早いうちにお知らせできたら

と思いますので，窓口での対応をよろしくお願いします。もう一つ。１８１ページ，そ

れから１８３ページも関連するかと思うんですけれども，一時預かりについて伺いたい

のですけれども，この一時預かりがどういった制度なのか改めて教えていただけますか。

○野中保育課長 一時預かりなんですが，仕事の都合や家族の急病等により継続的に又

は一時的に，子供の面倒が見られない時にお子様の方を預かる事業でございます。こち

ら，実施保育所の方なんですが，公立保育所，民間保育所，認定こども園，地域型保育所

で実施してございます。

○田子委員 申し込みは，利用したい保護者さんが園に直接御連絡なさると思うんです

けれども，どれくらい前から予約しておかなければいけないのか，例えば２，３日前で

も大丈夫なのか実態を教えていただいてもよろしいですか。

○野中保育課長 事前に予定がある時は，１週間前だったと思うんですが，ただ私の方

でもちょっとうろ覚えでして，この後正確な時間等をお伝えしたいと思います。申し訳

ありません。

○塚原委員 １８１ページの民間保育所等運営費補助金，これは何施設で，これがまず。

３５でしたっけ。
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○菊田こども政策課長 施設では，民間保育所１６施設と認定こども園１０施設，地域

型保育施設８施設，３４施設でございまして，職員の常勤職員は３４８人，非常勤職員

は８９人，あと研修費では１０施設の補助をしたものでございます。

○塚原委員 実は，これは先ほど課長の方からお話があったように，保育士さんたちが

ほかに，つくば市なんかで３万円出しますとか，色々とほかに行かないようにというこ

とで，ある程度市が負担をしてお給料だったり，なんかをちゃんとあげましょうと。実

際，ちゃんと払われているんですよね。支給は，どういう事があるからいくらいくらお

支払いするというのは明確になっているんですかね。仮に３万円だったら３万円掛ける

いくら，こういうことをやったのでこんだけ補助金を出しますよというふうに。ある所

では，それを全部園の方がもらってしまって，先生方に行き渡らないということがなか

ったんですかね。その辺分かる範囲で。

○菊田こども政策課長 そういう行き渡らないということがないようにということで，

やっているということは聞いていたのですけれども，仕組みについてもう一度確認して

報告させていただきたいと思います。

○下村委員長 ただ今の質問の事については，きちっとお金の流れ等について調査をお

願いします。

○野中保育課長 先ほど田子委員からありました，一時預かりの利用日の申し込み日に

ついて回答させていただきます。まず一つ目としまして，非提携型の保育サービスとい

うものがありまして，そちらは利用する月の前々月の１日から利用する日の７日前まで，

直接保育所に申し込むのが１つ。二つ目なんですが，緊急保育サービスがありまして，

それは利用しようとする日の２週間前から前日まで。こちらも保育所の方に申し込むと

いうことでございます。

○田子委員 保育所の入所案内の中に，そういったところまで書いてありましたっけ。

あれに一時預かりの制度も書いてあったかと思うんですけれども，そこまで詳細だった

記憶が私はないのですけれども，どうでしょう。

○野中保育課長 前年度までの内容の方は，ちょっと私も分かりかねるのですが，今年

度の方も１０月から募集を掛けますので，こちらの方入れ込めれば，詳細内容の方を記

載してまいりたいと考えております。

○田子委員 お願いしたいと思います。それと，実体験として我が子が１歳児だった時

に，一時預かりをお願いしたくて数日前に片っ端から電話をしたのですけれども，１歳

児は受け入れられません，前の月に予約をしてくださいと。シフトを組んでしまって受

け入れられませんと軒並み断られた経験があるのです。受け入れてくれたのが，東崎分

園だったので事なきを得たのですけれども，こういうふうに一時預かり事業の補助金を

出している以上，事業がきちんと利用者さんが利用できる状態なのかというのも見てい

っていただけたらと思います。以上です。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 それでは，第８目療育支援センター管理費から第３項生活保護費，第１
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１款災害復旧費，第４項，第１目民生施設災害復旧費までを御説明願います。

○小池障害福祉課長 療育支援センター分について説明させていただきます。なお，療

育支援センターにつきましては，本年４月１日付け機構改革により，こども未来部子ど

も包括支援課の所管となっておりますが，令和２年度決算につき，障害福祉課から説明

いたします。１８４，１８５ページをお願いします。第８目療育支援センター管理費は

でございます。つくし学園及びつくし療育ホームの施設管理費でございます。執行率は

９８．６パーセントでございます。１節報酬は，会計年度任用職員１名の人件費でござ

います。７節報償費につきましては，歯科健診時の歯科医師及び歯科衛生士への謝礼で

ございます。１８６，１８７ページをお願いします。８節旅費につきましては，会計年

度任用職員の通勤手当相当分の交通費でございます。１０節需用費のうち修繕料につき

ましては，施設の老朽化に伴う施設修繕が，当初の見込みより多くなったことから，予

備費を充用し実施いたしました。１２節委託料は，施設利用児童の送迎バス委託のほか，

施設の維持管理に係る１１件の業務委託料でございます。１４節工事請負費につきまし

ては，建物の消防検査の際に，誘導灯増設の指導を受けたことから，誘導灯を１基増設

したものと，経年劣化の激しい車庫等の塗装工事を行ったものでございます。予備費を

充用し実施いたしました。次に，９目つくし学園費は，療育支援センターの職員にかか

る人件費が主なものでございます。執行率は９９．８パーセントでございます。補正予

算につきましては，主に人件費について減額補正しております。１節報酬は，嘱託医１

名，会計年度任用職員３名の人件費でございます。７節報償費は，言語聴覚士１名の謝

礼ございます。８節旅費につきましては，会計年度任用職員の通勤手当相当分の交通費

でございます。１８８，１８９ページをお願いします。次に，１０目つくし療育ホーム

費は，つくし療育ホームの運営費で会計年度任用職員１名の人件費が主なものでござい

ます。執行率は９２．２パーセントでございます。７節報償費は，茨城福祉医療センタ

ーから来ていただいております整形外科医，理学療法士と，作業療法士２名の謝礼ござ

います。１２節委託料は，社会福祉協議会からの職員派遣にかかる費用を予定しており

ましたが，４月１日付け人事異動により，正職員が配置され派遣の必要がなくなったこ

とから，全額減額補正しております。次に，１１目幼児ことばの教室費は，幼児ことば

の教室の運営費で，会計年度任用職員１０名分の人件費が主なものでございます。実績

により減額補正しております。執行率は９０．０パーセントでございます。７節報償費

は，大学院生の指導員６名の謝礼でございます。次に，１２目早期療育相談費は，早期

療育相談にかかる運営費で，会計年度任用職員４名分の人件費ございます。実績により

減額補正しております。執行率は８８．４パーセントとなっております。説明は以上で

す。

○菊田こども政策課長 第１３目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業でございます。

こちらは，コロナウイルス関係の国１０分の１０の事業でございます。支給の対象者は，

令和２年４月分の児童扶養手当の受給者でございまして，児童１人につき１万円の給付

でございます。令和３年６月から支給を開始しまして，支給者は９，９７２人，対象児

童は１万６，３２８人でございました。説明は以上でございます。
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○福原社会福祉課長 続きまして，３項生活保護費，１目生活保護総務費についてご説

明いたします。始めに生活保護の状況について申し上げます。令和２年度末の被保護世

帯は，１，１３９世帯，人数では１，３４２人で，保護率は９．７パーミルという状況に

ございます。対前年度比でみますと，世帯数で１．６パーセント，１９世帯の増，人数で

は１．８パーセント，２４人の増となっております。また，保護者の世帯構成では，高齢

者世帯が６割以上を占め，更に，高齢者のうち，約９割が単身世帯という状況でござい

ます。なお，３項生活保護費の執行率は９７．０パーセントとなっております。１目生

活保護総務費につきましては，生活保護業務に係る職員の人件費，事務費等の経費が主

なものでございます。執行率は９５．２パーセントでございます。なお，補正予算額の

主なものは，令和元年度の事業費確定に伴う国庫補助金及び負担金の返還金及び人件費

につきまして，増額補正により対応したものでございます。主な支出としまして，１節

報酬は，医療扶助費の審査にかかる嘱託医や医療指導員，面接相談員の嘱託職員及びレ

セプト点検員等の非常勤職員，計７人分の報酬でございます。２節給料から４節共済費

につきましては，保護係職員１５人分の人件費，１１節役務費は医療，介護に係る，診

療報酬事務取扱手数料です。１２節委託料は生活保護システムの電算委託料，１３節使

用料及び賃借料は，生活保護システム，レセプト管理システムの機器使用料です。２２

節償還金利子及び割引料は，令和元年度の生活困窮者就労準備支援事業費並びに生活保

護費の確定に伴う国庫補助金及び生活保護費の確定に伴う国庫負担金の返還金でござい

ます。続きまして，２目扶助費につきまして御説明申し上げます。備考欄記載のとおり，

生活保護に係る８種類の扶助費及び救護施設入所者に係る費用の施設事務費及び中国残

留邦人に対する生活支援給付金で，扶助費の執行率は９６．９パーセントでございます。

なお，補正予算額は，医療扶助費の増額補正額となります。１９３ページをお願いしま

す。主な扶助費ですが，下から２番目の就労自立給付金は，生保受給者が就労により保

護を脱却した場合に支給される給付金で，３件分となります。次の，進学準備給付金は，

平成２９年度に新設された給付金で，生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際

に，新生活の立ち上げ費用として給付するもので，２件分でございます。扶助費全体で

は，前年度との比較で４．９４パーセントの増となっております。また，主な扶助費で

あります生活，住宅，医療扶助の前年度との比較では，生活扶助が３．３６パーセント

の増，住宅扶助が５．２８パーセントの増，医療扶助が５．５８パーセントの増となっ

ております。３項の説明は以上となります。続きまして，３４０，３４１ページをお開

きください。１１款災害復旧費，４項厚生関係災害復旧費，１目民生施設災害復旧費で

ございます。１９節扶助費につきましては，台風１５号及び台風１９号により被害を受

けた被災者に対して支援を行うもので，国において台風１５号及び１９号を一連の災害

として，居住する住宅が全壊，大規模半壊等で解体する場合は，被災者生活再建支援法

が適用されますが，半壊で適用されない世帯について，市の土浦市被災者生活再建支援

金支給要項に基づき，支援金を給付するものです。当該支援金の申請期間が１３か月と

なることから，令和２年度に繰越しをいたしましたが，申請実績はございませんでした。

説明は以上となります。



20

○下村委員長 すみません。続けて第４款衛生費，第１項保健衛生費についても説明を

お願いします。

○水田健康増進課長 決算書の１９２，１９３ページをお願いいたします。４款衛生費，

１項保健衛生費について説明します。全体の執行率は，５６．１パーセントとなり，繰

越明許費の予算現額に占める割合は３８．８パーセントとなります。始めに，１目保健

衛生総務費でございます。執行率は９４．９パーセントとなります。健康増進課職員２

７名と非常勤職員６名の人件費や各種団体への負担金や補助金が主な経費となります。

補正予算額は人件費の補正，流用については２目の予防費への流用となります。１８節

負担金補助及び交付金のうち補助金は，献血の普及と推進活動を行っている土浦市献血

推進協議会及び土浦市医師会附属准看護学院に対する運営補助となります。続きまして，

２目予防費について，御説明します。予防費は，通常は予防接種法に基づき実施する予

防接種に係る経費となりますが，令和２年度は，新型コロナウイルス感染症及びコロナ

ワクチン接種事業が入っており，予防費のみで１０回の補正予算をお願いし，議決をい

ただいております。具体的には，感染予防用物品購入やインフルエンザ接種費用の上乗

せ，ＰＣＲ検査費用の助成などの予防費関係新型コロナウイルス対策事業，ワクチン対

策室開設や接種会場で使用する物品等を整備する新型コロナワクチン接種体制確保事業，

ワクチン接種に係る費用を計上した新型コロナワクチン接種事業，合わせて１０億８，

９６２万５，０００円を増額補正しております。また，昨年度当初に市中感染を防止す

るため予備費を充用し，マスク等を購入しております。予算に対する執行率は３３．８

パーセント，ワクチン関係の事業につきましては，そのほとんどを繰越措置しており，

予算現額に占める繰越明許費の割合は６０．７パーセントとなります。１９４，１９５

ページをお願いいたします。１０節需用費の消耗品費は，コロナウイルス感染防止のた

めにマスク，消毒液，非接触型体温計，医療機関等へ配布する防護服，ワクチン対策室

用什器類，接種用衛生用品などを購入したものとなります。１１節役務費の通信運搬費

は，高齢者インフルエンザ案内通知や，感染予防対策として全戸にマスクを配布した際

の郵送料となります。１２節委託料は，小児用肺炎球菌ワクチンをはじめとした各種予

防接種事業，インフルエンザ予防接種，風しん追加対策など接種委託料となります。１

７節備品購入費については，感染症対策としてまして本庁舎１，２階等に設置している

ドーム型ＡＩサーマルカメラ５台の他，加湿空気清浄機やワクチン保管用ポータブル蓄

電池などとなります。１９節扶助費のインフルエンザワクチン予防接種給付費は，高齢

者等のインフルエンザ重症化を防ぎ，医療のひっ迫を回避するため上乗せ助成を行った

ものです。１９６，１９７ページをお願いいたします。３目地域医療対策費について御

説明します。地域医療対策費は，休日緊急診療，病院群輪番制病院運営事業及び寄附講

座等に係る経費となります。予算に対する執行率は９８．０パーンセントです。１２節

委託料は，在宅当番医制で実施しております休日緊急診療の委託料で，土浦市医師会及

び土浦市歯科医師会に委託しており，診療科目は内科，外科，歯科の３科目となってお

ります。１８節負担金補助及び交付金，備考欄の病院群輪番制病院運営費補助金は，夜

間の入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保するため実施するもので，協力病
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院である土浦協同病院，東京医科大学茨城医療センター及び霞ヶ浦医療センターへの補

助金です。次に，公的医療機関運営支援補助金は，土浦協同病院が行う救急医療に対し

て，特別交付税制度を活用した運営補助を行い，医療体制の強化を図るものです。続き

まして，救急医療体制強化支援補助金は，救急隊により搬送された傷病者の受け入れ人

数に応じた補助を行い，救急医療体制の強化を図るもので，神立病院及び県南病院が対

象となります。２５節寄付金は，筑波大学に設置した寄附講座に係る寄付金で，第２期

として平成２９年度から令和３年度までの５年間実施しているものです。令和２年度に

つきましては，麻酔科，呼吸器内科，整形外科の教授３名と消化器内科の講師１名が８

月３１日で退職されたことから，その講師退職を見据えて７月１日から教授１名を採用

し対応したものでございます。４目市民健康管理費でございます。市民健康管理費は，

栄養相談や食生活改善及び運動普及推進事業など市民の健康づくりに関する経費となり

ます。執行率は９３．８パーセントです。補正予算の減額につきましては，健康まつり

中止に伴うものとなります。１２節委託料は，市民の健康づくりを推進している土浦市

食生活改善推進員協議会，土浦市運動普及推進員連絡協議会への委託料となります。毎

年１０月に実施しております健康まつりは，コロナの影響から中止となり，その代替と

して市の各窓口にマスクケースと健康手帳などの啓発物品を配布しました。５目健康増

進事業費は，生活習慣病予防のための健康診査及び各種がん検診に係る経費となります。

執行率は９８．５パーセントです。補正予算額については，新型コロナウイルス感染症

の影響で，集団検診の受診人数を制限せざるを得なくなった分を，医療機関検診に振り

替えるため，補正予算を増額していただきましたが，結果的にそれを超える検診控えが

発生したことから，３，６５８万２，０００円減額したものです。１０節需用費は，がん

検診受診率向上のためのリーフレットや骨粗しょう症予防のパンフレットなどの消耗品，

新たなステージに入ったがん検診総合支援事業を行うために受診勧奨，再勧奨のハガキ

や検診票などの印刷製本費となります。１１節役務費は，受診勧奨，再勧奨の通知の郵

送料が主なものとなります。１２節委託料は，各種がん検診等の委託料で，主に土浦市

医師会，茨城県医師会及び茨城県総合健診協会に委託して実施したものです。昨年の支

出済額と比較しますと１８．９パーセントの減，乳がんは１８．８パーセントの減。１

９８，１９９ページをお願いいたします。上から２つ目，大腸がんは２９パーセントの

減，腹部超音波は４１．１パーセントの減となっております。１８節負担金補助及び交

付金の負担金は，茨城県医師会が実施する生活習慣病予防対策事業に対し，県と市で２

分の１ずつ負担しているものです。令和２年度は新型コロナウイルスの影響で，当初予

定していた事業などが中止となったことから，負担金額も大きく減少しております。６

目母子保健事業費は，母子保健法に基づいて実施する妊婦及び乳幼児の健康診査の実施

等に係る経費となります。執行率は９４．５パーセントです。補正予算額１，６５６万

８，０００円の減額は，４か月児集団健診中止に伴う医師への謝礼の減。妊産婦健診と

乳児健診の個別健診件数が減少したことから，減額したものです。１２節委託料の主な

経費は，妊婦，乳児健康診査委託料で，妊娠中に１４回，乳児期に２回健康診査を受け

るための経費で，茨城県医師会へ委託しているもので，受診件数の減により減額補正し
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ました。２００，２０１ページをお願いいたします。幼児歯科健康診査委託料について

は，集団健診で行っていたものを，コロナの影響を考え，医療機関での健診に切り替え

たものとなります。１８節負担金補助及び交付金の補助金，不妊治療に対する補助金は，

１回あたり５万円を限度に１０回まで助成する制度で，延べ１１０件，実人員７１名の

助成を実施しております。１９節扶助費の妊婦健康診査費助成金は，里帰り等で県外の

病院で出産される場合，その病院と委託契約を締結できない時に本人に費用を助成する

経費となります。令和２年度は３８人に助成しております。未熟児養育医療給付費は，

平成２５年４月に母子保健法が改正され，県から委譲された事務で，入院養育が必要な

未熟児の医療費の自己負担分を公費負担するものです。給付延件数は４０件，実人員は

１７名となっております。産婦健康診査助成金は，市外の医療機関で検診を受けた方に

受診料を償還払いするものです。２２節償還金利子及び割引料は，令和元年度の国から

交付された補助金等の精算に伴う返還金となります。７目診療所費でございます。土浦

市保健センターに併設されている休日緊急診療所の運営にかかる経費です。予算に対す

る執行率は８３．３パーセントとなります。補正予算額の１０１万２，０００円は，休

日緊急診療所での感染拡大防止対策として，空気清浄機，倉庫，Ｎ９５マスクの購入の

ために増額したものです。１節報酬は，診療所の管理者，看護師及び事務員の報酬でご

ざいます。１０節需用費は，診療所で使う医薬品が主なものでございます。コロナによ

る受診控えから，医薬材料費が前年比２７．７パーセントとなっております。１２節委

託料は，土浦市医師会と土浦薬剤師会に診療所の医療業務を委託している休日緊急診療

所の委託料などとなります。令和２年度の利用状況でございますが，夜間の診療日数２

２１日に対しまして２２６人，１診療日当たり１．０人。昼間の診療日数７２日で３７

７人，1診療日あたり５．２人となっております。令和元年度の利用状況でございます

が，夜間の診療日数２２５日で１，０６０人，１診療日あたり４．７人。昼間の診療日数

７６日で１，６０８人，１診療日当たり２１．２人となっております。２０２，２０３ペ

ージをお願いいたします。１７節備品購入費につきましては，感染症対策用物品保管倉

庫２棟と空気清浄機の購入です。８目保健センター費について御説明します。土浦市保

健センターと土浦市保健センター新治分室の２施設の維持管理に係る経費となります。

予算に対する執行率は６９．４パーセントで，予算現額に占める繰越明許費の割合は２

４．７パーセントとなります。１０節需用費のうち，修繕料で大きなものは，受水槽に

貯留している水を，保健センター屋上に設置してある高架水槽に汲み上げるためのポン

プ１基が故障したことから，取り替えたものです。１２節委託料は，清掃や冷暖房設備

保守点検など保健センターの施設管理にかかる１０件の委託料でございます。１４節工

事請負費は，センターのＰＡＳ更新のほか，繰り越した事業で，トイレ利用の際，水を

流すことにより発生する飛沫，エアロゾルによる新型コロナウイルス感染を防止するた

め，和式便器を蓋つき洋式便器に改修するものとなります。説明は以上です。よろしく

お願いいたします。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

○鈴木委員 全体的なことですが，特に１９５ページの１０節需用費の消耗品の７，５
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２０万の部分なんですが，令和２年度の予算の執行というのは，コロナ対応というのが

非常に緊急性を要して，執行部の方は物品の調達，その他非常に苦労した中で努力は評

価できるという気持ちでいます。塚本部長を始め，本当にものすごく不測の事態の中で

充分な対応をしていただいて，本当にありがとうございますという気持ちです。その中

で１つ気になったのが，今の１０節の部分の消耗品で，主にマスクとか消毒液，体温計。

この辺になってくると思うのですが，今現在は体温計，サーマルの良いやつになって，

充分きちんと計れているなというところがあるんですが，当初は恐らく調達に苦労した

こともあって非接触型の体温計で，私個人の話でいくと，いつも事務局に行くとＬＯＷ

が出るか３４度台の爬虫類並みの温度になってしまって，結果的に無駄遣いに近い買い

物になってしまったけれども，これは時節柄仕方がなかったという考えもあります。た

だ，その時点でもサーマルの体温計はあった訳ですから，やっぱりそういうところは今

後，指摘事項に皆さんがもし良ければ入れてほしいんですが，今後慌てずにそこそこ金

額が高くても良いものを購入するという考え方でいかないと，どのくらいこの体温計に

使ったのか分かりませんけれども，今現在あの体温計がどこにあるんだろうという状態

になっているので，その辺を充分気を付けながら，今年度の執行の方をやっていってい

ただきたいということで，これは指摘事項で皆さんが同意していただければ指摘事項に

も入れてほしいところで。質問でいうと，体温計にいくら使ったのか，今分かれば。分

からなければ後でいいです。

○水田健康増進課長 昨年度補正をさせていただいて，非接触型体温計を購入している

ところでございます。トータルで，市の各施設に渡した分も含めまして，２４７本を購

入してございます。金額ですと，トータルで２３５万１，５３６円がトータル２４７本

の合計の金額となります。以上でございます。

○下村委員長 ほかにございますか。

○矢口委員 集団検診の件を伺います。この新型コロナで受診率が大幅に下がったとい

うことでしたが，もう１度受診率の件，数字がとても気になるところなんで，御報告い

ただければと思います。ページは１９６ページです。

○水田健康増進課長 申し訳ございません。決算書のそれぞれの委託料で，昨年と比較

した数値を先ほど，どのくらい減少したかという数字を申し上げさせていただきました

ので，昨年と比較してそれぞれ委託料が何パーセントになったか，昨年と比較してどの

くらいの割合になっているのかというところを委託料ごとに御説明させていただきたい

と思います。まず，がん精密検診の結果通知委託料は前年度比で７９．７パーセント，

胃がん検診が前年度比で８６．２パーセント，子宮がんが８３．０パーセント，乳がん

が８１．２パーセント，４０歳誕生日歯科検診が１００．４パーセント，大腸がんが昨

年度比７１パーセント，胸部検診が昨年度比９１，６パーセント，前立腺がんが８５．

５パーセント，肝炎ウイルスが８１．９パーセント，さわやか健康診査が８３．５パー

セント，喀痰検査が１０１．５パーセント，腹部超音波が５８．９パーセント，１つ飛び

まして胃がんリスクが６３．２パーセントという状況でございます。

○矢口委員 ありがとうございました。項目ごとにかなり数字のばらつきがあるような
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のですが，これはどのように見ていますか。

○水田健康増進課長 なかなかそこの分析をするのは，ちょっと難しい部分が多々ある

と思いますけれども，一番落ちている腹部超音波，こちらの方はコロナによって受診す

る数を，母数を減らしたということもありまして，委託料がだいぶ減ってしまったとい

うところもございます。抽選により実施したという形を取らせていただいておりまして，

その影響が大きく出ているのかなと感じております。あとは，全体的に検診の回数も減

らしたというところも影響しておりまして，それに対して医療機関での検診に切り替え

た部分もありますけれども，やはり全体として検診控えが発生してしまったのかなとい

うふうなところでございます。以上でございます。

○矢口委員 ありがとうございました。今年度も恐らく同様の傾向だと思うんですが，

このコロナがある程度収まった時に，また検診を皆さんに積極的に受けていただけるよ

うに，是非努力をよろしくお願いいたします。以上でございます。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 私から少し。決算書全体を今，こども未来部と保健福祉部の両方ともで

すね，全体的に見ますと不用額が非常に，金額が大きいんですね。全体的にみんなばら

ばらと項目がありますけれども。その不用額というのは，実は国からの補助金があった

りするんですが，不用額が多いと返還するということにも繋がったりします。そういっ

たことを決算書の中で少し見られるんですけれども，なぜ不用額が発生しているのかと

いう大きな項目について，本来は説明があってよかったのかなというふうに感じます。

その辺で，私からは委員の皆さんから了解いただければ，指摘事項で出したいなと思い

ますが，後で打ち合わせ願います。執行部の方には，なぜそんなふうに不用額が多いの

かというところを，良く調査をして今後につなげていただければと。あんまり多い時は，

不用額が多い時は例えば来年の予算にまでかかわってきますので，色々とその辺も研究

していただきたいなと思います。以上です。これで午前中の審査は終わりなんですが，

執行部の方から何かございますか。

○水田健康増進課長 健康増進課で発行させていただいております保険事業概要，こち

らの方をサイドブックスのその他の資料のその他，令和３年の方に入れさせていただい

ております。後ほど御覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○加藤こども未来部長 保育料の関係で御質問があったものについて，午後の休憩時間

の合間に出来上がり次第，御説明させていただきます。多分介護特会の前くらいに，数

字を固めようと思っていますので，それまでにはいけると思うのですが，よろしくお願

いします。

○下村委員長 ほかになければこれで午前中の審査を終わります。それで，午後の再開

は１３時１５分。教育委員会関係なんですが，よろしいですか皆さん。１２時１０分に

なっていますので，１３時１５分で。よろしくお願いいたします。

【休憩】

（午後１時１３分再開）
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○下村委員長 少し早いですが，午前中に引き続きまして，予算決算委員会文教厚生分

科会を行います。午後は，教育委員会が大体１５時くらいまでの予定なのですが，質問

は別にしまして，説明の方は簡潔によろしくお願いいたします。それでは，第９款教育

費，第１項教育総務費について執行部から説明願います。

○藤井教育総務課長 決算書２８４，２８５ページをお願いします。１項教育総務費に

ついて説明させていただきます。１目教育委員会費は，教育委員会の運営に係る経費で

す。主な支出は１節報酬で，教育委員４名分です。その他については，経常的な支出で

す。２８６，２８７ページをお願いします。２目事務局費は，教育委員会事務局の運営

等に係る経費です。補正予算につきまして主なものは，２４節積立金で，決算上の剰余

金を活用し，将来の学校施設の改修更新費用の財源として，９月議会に１億９，３１６

万１，０００円の増額補正をしております。また，１２節委託料の教育委員会バス運転

管理委託料等について，バス運行日数の減により，１２月及び３月議会で合計１，２５

２万６，０００円の減額補正をしております。流用につきましては，主に，３節職員手

当等で，８項博物館費の３節職員手当等が不足することから，流用を行ったものです。

それでは各節を説明させていただきます。１節報酬は，教育相談室室長１名，相談員５

名，事務員１名，管理員１名，学校評議員１０４名，外国語教育サポーター1名，道徳教

育アドバイザー1名及び就学前教育推進室の推進員２名の報酬が主なものです。２節給

料から，４節共済費までは，教育長と教育委員会事務局一般職員の計２２名分の人件費

が主なものです。７節報償費は，特別支援巡回相談員４名分が主なものです。９節交際

費は，教育長交際費６件分です。１０節需用費は，デジタル教科書及びＩＣＴ関係の事

務消耗品や，公用車燃料費，車検などの支出です。消耗品費の主な支出はデジタル教科

書で，令和２年度小学校教科書の全面改訂に伴う，市内全小学校に配備している指導者

用デジタル教科書の入れ替えをしたものです。１１節役務費は，通信運搬費の学校向け

インターネット利用料が主なものです。１２節委託料については，備考欄一つ目，教育

委員会バス３台の運転管理委託料，その下の，教育委員会のバスだけでは１度に輸送で

きない場合や行事が重複した場合等に，民間バスを借り上げる児童生徒送迎用バス運行

委託料がありますが，コロナ禍の影響により利用が減少しております。備考欄六つ目，

外国語指導助手配置委託料は，小中義務教育学校にＡＬＴを１８名配置したものです。

七つ目は，小中学校の先生方のパソコンの円滑な操作の支援を目的とした学校ＩＣＴ支

援員委託料です。９つ目，標準学力調査委託料は，小学校２年生から中学校９年生まで

の全小中学生に対して，学力や生活状況調査を実施することにより，学力の向上を図る

ものです。２８８，２８９ページをお願いします。１３節使用料及び賃借料は，備考欄

三つ目のパソコン使用料が主なもので，小中一貫ＩＣＴ活用授業での電子黒板や，ＷＥ

Ｂ会議システム賃借料等です。５つ目のサーバー使用料は，学校のインターネットサー

バー使用料です。１４節工事請負費の繰越明許費については，新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した教育相談室のトイレの洋式化と水栓のレバーハン

ドル交換に係るトイレ改修工事費です。３月議会で増額補正をしましたが，工事は令和

３年度に繰り越しております。１７節備品購入費の主なものは，備考欄２つ目の車両購
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入費で，児童生徒送迎用の中型バスを購入したものです。１８節負担金補助及び交付金

の負担金について，主なものは，備考欄の中ほど，７つ目の派遣指導主事市町村負担金

で，県教育委員会からの派遣指導主事６名分の負担金です。また，補助金について，１

つ目の奨学生育英事業補助金は，経済的理由により高校進学が困難な者に対し，月額７，

０００円を給付するもので，対象者は３８名です。２つ目，土浦市教育研究会補助金は，

国語や算数など，２３の教科領域の研究部を有する土浦市教育研究会に対する補助金で

す。コロナの影響により，各教科部会の研究会等が実施できず，補助金額１４０万円を

年度当初に概算払いで交付しましたが，年度末に５９万８，０００円の返金がありまし

た。２９０，２９１ページをお願いします。２４節積立金の備考欄１つ目，市立学校施

設整備基金積立金は，将来の学校施設の改修，更新費用の財源として積み立てたもので

す。２つ目の奨学基金積立金は，奨学生育英事業の原資とするため，３年毎に積立を行

っているものです。１項教育総務費の説明は，以上でございます。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

○奥谷副委員長 よろしくお願いします。２８６ページ，２８７ページの１２節委託料

の中で，ちょうど真ん中あたりに学校ＩＣＴ支援員委託料がありますけれども，これは

人数になると何人分になるのでしょうか。

○田中学務課長 人数にしますと１名でございます。

○田子委員 すごく気になったのでお伺いしたいのですけれども，２８７ページの需用

費の一番下の飼料費なんですが，これは事務局で何か飼っているのでしょうか。

○長谷川指導課長 こちらの飼料費は，教育相談室のポプラで飼っている金魚の餌代で

ございます。

○田子委員 分かりました。ありがとうございます。

○福田委員 学校施設の基金積立金なのですが，同じく奨学基金，これは残高はいくら

なのでしょうか。

○藤井教育総務課長 残高は，３億４，３９６万９，１３５円でございます。

○福田委員 奨学基金の方は。

○藤井教育総務課長 奨学基金につきましては，８１５万１６２円でございます。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 なければ次に移ります。第２項小学校費から第４項幼稚園費までの説明

を執行部より願います。

○田中学務課長 １目学校管理費は，市内の小学校１５校，新治学園義務教育学校前期

課程，廃校となった小学校５校の管理運営に要する経費でございます。補正予算につき

ましては，主なものとして小学校の理科室などの特別教室にクーラーなどの空調機器を

整備するもので，１２月議会に増額補正をしておりますが，追加で国の交付金の内定が

あったことから，３月議会でも増額補正をしております。なお，年度内の事業終了が見

込めないことから，令和３年度に繰越しをしております。繰越明許費については，他の

事業も同様でございます。また，国の補助金を活用して，小学校等の水道のハンドル式
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蛇口をレバー式に交換するために，３月議会に増額補正しております。また，流用につ

きましては，令和３年度からの特別支援学級の増に伴う，物品購入によるもので，同じ

小学校費の２目教育振興費へ流用したものでございます。それでは，２９１ページの記

載の各節について説明します。１節報酬，３節職員手当等及び８節旅費は，学校管理員

のほか，小学校及び新治学園義務教育学校前期課程の業務に従事する特別支援教育支援

員など，会計年度任用職員等の人件費でございます。１０節需用費は，小学校等の管理，

運営に掛かる経費でございます。繰越明許費は，主に小学校等の水道のハンドル式蛇口

をレバー式に交換するものでございます。修繕料の主なものは，大岩田小の屋上手すり

修繕ほか７０件の施設修繕や，物品修繕などの支出でございます。１２節委託料は，小

学校などの施設整備の維持管理に係る業務でございますが，２９１ページから２９３ペ

ージにかけて記載がございます。繰越明許費につきましては，特別教室に空調機器を設

置する工事の管理業務を委託するものでございます。２９３ページをお願いいたします。

主なものは，備考欄の下から４つ目，小学校エアコン設置工事設計委託料につきまして

は，小学校の理科教室などの特別教室に，空調機器を設置する工事の設計を委託したも

のでございます。その下の学校教育施設長寿命化計画策定委託料は，学校施設の長寿命

化を図り，安全安心で持続的な教育環境を確保するための計画策定を，委託したもので

ございます。同じページの中段，１３節使用料及び賃借料は，備考欄の上から５番目の

教職員の公務処理用パソコン４６７台分の借上げに係る経費が主なものでございます。

１４節工事費につきましては，各校の施設整備工事費でございまして，繰越明許費とし

まして，主に特別教室に空調機器を設置する工事を行うものでございます。備考欄の上

から２番目，受変電設備更新工事費は，下高津小，神立小，右籾小の更新時期を迎えた

受変電設備の更新工事を行ったものでございます。２９４，２９５ページをお願いいた

します。備考欄にあります，校内通信ネットワーク整備工事費につきましては，ＧＩＧ

Ａスクール構想に基づくＩＣＴ機器の活用やオンライン学習に向けた，高速通信が可能

な校内ネットワークを構築するための，校内ランの整備で，７月議会にて増額補正した

補助事業でございます。１７節備品購入費の繰越明許費は，主に空調機器の設置などで

ございますが，規模の大きな教室への取付けは工事請負費，規模の小さな教室への取付

けは備品購入費としております。備考欄の感染症対策用備品につきましては，学校にお

ける感染症対策，児童の学習保障に資する体制の整備として，７月議会にておいて増額

補正をした補助事業でございます。学校管理運営用備品のうち２９４万８，０００円に

つきましては，小学校１０校の給食配膳室に，空調機器を購入したものでございます。

つづきまして，２目教育振興費ですが補正予算につきましては，主なものとしましてＧ

ＩＧＡスクール構想により児童に１人１台のタブレット端末を整備するもので，７月議

会に増額補正をしております。流用につきましては，先ほど御説明いたしました，令和

３年度から特別支援学級の増に伴う，物品の購入によるものでございます。それでは，

２９５ページの各節について御説明します。１節報酬は，理科支援員１２名及び不登校

の解消と未然防止を目的として，都和小学校と都和南小学校に配置したスクールライフ

サポーター１名の報酬でございます。１０節需用費は，令和２年度小学校の教科書全面
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改定に伴う，市内全小学校に配備している教師用指導書及び教科書の入替えが主なもの

でございます。１２節委託料は，総合的な学習の推進及び工夫改善のための研究委託料

でございます。１３節使用料及び賃借料は，小学校のパソコン教室用のパソコン及び先

ほど御説明いたしましたＧＩＧＡスクール構想により１人１台タブレット端末などのリ

ース料等でございます。１８節負担金補助及び交付金は，各学校で実施しております観

劇，音楽鑑賞に係る一部補助金でございます。コロナ禍の影響により，実施校は東小学

校と都和南小学校の２校のみでございました。１９節扶助費は，就学援助費として要保

護及び準要保護世帯，児童７４９人分。特別支援教育就学奨励費として，特別支援学級

で学ぶ児童２４３人分の学用品費，修学旅行費，給食費などに対する援助費でございま

す。２目教育振興費までは，以上でございます。

○藤井教育総務課長 ３目学校建設費について，教育総務課から説明させていただきま

す。補正について，主なものは，神立小，都和南小，乙戸小３校のトイレを洋式化する工

事を行うための補正です。国の交付金の内定があり，事業を前倒しして実施します。１

２節委託料の繰越明許費は，３校のトイレ工事の管理業務を委託するものです。また，

備考欄，大規模改造工事実施設計委託料は，３校のトイレ工事の設計を行ったものです。

１４節工事請負費の繰越明許費は，工事を令和３年度に繰越ししたものです。３目学校

建設費の説明は以上でございますが，先ほど福田委員から御質問がありました奨学金の

状況でございますが，数字の訂正をさせていただきたいと思います。令和２年度末の積

立金の残高ということでよろしかったと思うのですが，金額は１，１３４万１，１６２

円です。今年度の取崩し額を含んだ額を先ほど答えてしまいました。大変申し訳ござい

ませんでした。以上です。

○田中学務課長 つづきまして，３項中学校費でございます。１目学校管理費は，市内

の中学校 7校及び新治学園義務教育学校後期課程の管理，運営に要する経費です。補正

予算について，主なものは中学校の理科室などの特別教室に空調機器を設置するもので，

１２月議会に増額補正をしておりますが，追加で国の交付金の内定があったことから，

３月議会でも増額補正をしております。なお，年度内の事業終了が見込めないことから，

令和３年度に繰越しております。それでは，各節の説明に入ります。１節報酬から４節

共済費までは，学校管理員のほか，中学校及び新治学園義務教育学校後期課程に従事す

る特別支援教育支援員などの会計年度任用職員等の人件費でございます。２９６ページ，

２９７ページをお願いします。１０節需用費は，中学校及び新治学園義務教育学校後期

課程の管理，運営に係る経費です。繰越明許費は，主に国の補助金を活用して，中学校

等の水道のハンドル式蛇口をレバー式に交換するものです。修繕料は，主に四中体育館

アリーナ入口建具修繕のほか４５件の施設修繕や物品修繕などの支出です。１２節委託

料は，中学校等の施設設備の維持，管理に係る委託業務でございます。繰越明許費は，

特別教室に空調機器を設置する工事の管理業務を委託するものです。備考欄下から２番

目の中学校エアコン設置工事設計委託料は，中学校の理科室などの特別教室に空調機器

を設置する工事の設計を委託したものです。さらにその下の，学校教育施設長寿命化計

画策定委託料は，小学校と同様で，学校施設の長寿命化を図るための計画策定を委託し



29

たものです。１３節使用料及び賃借料は，備考欄下から３番目，教職員の校務処理用パ

ソコン２５３台分の借上げにかかる経費が主なものでございます。２９８ページ，２９

９ページをお願いします。１４節工事請負費は，繰越明許費としまして，主に特別教室

に空調機器を設置する工事をするものです。備考欄の１番下にあります，校内通信ネッ

トワーク整備工事費につきましては，こちらも小学校と一緒で，ＧＩＧＡスクール構想

に基づくＩＣＴ機器の活用やオンライン学習に向けた，高速通信可能な校内ネットワー

クを構築するための校内ＬＡＮの整備で，７月議会において増額補正をした補助事業で

ございます。１７節備品購入費の繰越明許費は，主に空調機器の設置ですが，こちらも

小学校費と同様に，規模の大きな教室への取り付けは工事請負費，規模の小さな教室へ

の取り付けは備品購入費としております。備考欄の感染症対策備品につきましては，小

学校と同様でございます。こちらも，７月議会において増額補正をした補助事業でござ

います。次に，２目教育振興費です。補正予算について主なものは，ＧＩＧＡスクール

構想により生徒に１人１台のタブレット端末を整備するもので，７月議会で増額補正し

ております。また，コロナ禍の影響により中止となった市内公立中学校，義務教育学校

８校の９年生の修学旅行の取消料を，７月議会で増額補正したものです。また，同じく

コロナ禍の影響により，７年生を対象にした宿泊体験学習や８年生を対象にした職場体

験を中止したことに伴い，１２月及び３月議会で減額補正したのが主なものでございま

す。１２節委託料は，先程の小学校費と同様の総合的な学習推進研究委託料でございま

す。１３節使用料及び賃借料は，中学校のパソコン教室用のパソコン及び先ほど御説明

いたしましたＧＩＧＡスクール構想により生徒に一人一台のタブレット端末などのリー

ス料等でございます。２０節扶助費は，小学校費同様，要保護及び準要保護世帯等の生

徒４５１人，特別支援教育就学奨励費として，特別支援学級で学ぶ生徒８８人分の学用

品費，修学旅行費，給食費等に対する援助費です。２１節補償補填及び賠償金は，コロ

ナ禍の影響により中止となった市内公立中学校，義務教育学校８校の９年生の修学旅行

の取消料を，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で対応するため，７月

議会で増額補正したものです。２目教育振興費までは，以上でございます。

○藤井教育総務課長 ３目学校建設費について，教育総務課から説明させていただきま

す。補正予算について，主なものは，都和中のトイレ洋式化の工事を行うものです。国

の交付金の内定があり，事業を前倒しして実施します。１２節委託料の繰越明許費は，

トイレ洋式化工事の管理業務を委託するものです。備考欄，大規模改造工事実施設計委

託料は，都和中のトイレ工事の実施設計を行ったものです。１４節工事請負費の繰越明

許費は，トイレ工事費です。工事は令和３年度に繰越して行っております。３目学校建

設費は以上でございます。

○田中学務課長 つづきまして，３００ページ，３０１ページをお願いいたします。４

項幼稚園費でございます。１目幼稚園費は，土浦幼稚園の管理，運営に要する経費です。

補正予算につきましては，人事異動に伴い，１２月議会で減額補正をしたものが主なも

のです。１節報酬から４節共済費までは，幼稚園の業務に従事する園長，教頭，教諭等

の職員のほか，会計年度任用職員等の人件費でございます。１０節需用費のうち，修繕
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料は，土浦幼稚園屋根防水修繕のほか２件の施設修繕や物品修繕の支出です。１２節委

託料は，備考欄下から２番目の廃園（予定）測量調査委託料は，新治幼稚園の測量調査

を行ったものです。３０２ページ，３０３ページをお願いします。１９節負担金補助及

び交付金は，備考欄に記載のとおり，全国国公立幼稚園長会等の負担金などでございま

す。４項幼稚園費は，以上でございます。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 次の第５項社会教育費，第１目社会教育総務費から第７目生涯学習館費

まで執行部より説明願います。

○佐賀生涯学習課長 ３０２，３０３ページをお願いします。５項１目社会教育総務費

でございます。主なものにつきましては，社会教育に従事する職員の人件費及び社会婦

人学級等の委託料，社会教育に係る負担金等が主な経費でございます。補正予算につき

ましては，コロナの影響で委託料などの減や職員の人事異動に伴う減額が主なものでご

ざいます。また，流用につきましては，荒川沖西部地区学習等供用施設のエアコンの故

障及び上大津公民館の雨漏りの修繕費等に，流用したものでございます。１節報酬につ

きましては，社会教育委員及び学校支援ボランティアの報酬でございます。７節報償費

につきましては，生涯学習推進事業の各種講座等の講師に対する謝礼でございますが，

コロナでほとんどが中止としたものでございます。１２節委託料につきましては，社会・

婦人学級開設委託料，９学級中の５学級分でございまして，コロナで４学級が活動を断

念したものです。家庭教育学級は全校で活動を中止したものでございます。１３節権利

使用料につきましては，オンライン会議や研修等に活用するためＺооｍのライセンス

を取得したものでございます。１７節備品購入費につきましては，オンライン会議や研

修等に活用するためタブレット端末を１台購入したものです。１目の説明は以上でござ

います。

○中澤文化振興課長 ３０４ページ，３０５ページをお願いします。２目文化財保護費

でございます。こちらは，文化財の保護と活用にかかる維持経費でございます。１節報

酬につきましては，文化財保護審議会委員８名の委員報酬でして，延べ２０名分，３回

の会議を開催いたしました。１０節需用費の修繕料につきましては，土浦城内にある旧

前川口門の屋根瓦の修理を行ったものでございます。１２節委託料につきましては，水

戸街道松並木，真鍋のサクラなどの，指定文化財に係る維持管理経費や，宅地開発に伴

う埋蔵文化財の確認調査等の定例的な委託料でございます。なお，備考欄の下から２つ

目の真鍋のサクラ樹勢回復委託料は，１０年程度を目途に土の中に肥料を埋める作業を

行っているものでして，事業費の３分の１の３８万１，０００円が県補助金となってお

ります。１３節使用料及び賃借料のＬＥＤ照明器具借り上げ料は，亀城公園内建造物の

ライトアップのためのものでございます。１７節備品購入費は，木田余城跡の文化財説

明板の購入費でございます。１８節負担金補助及び交付金につきましては，全国史跡整

備市町村協議会への定例的な負担金のほか，国登録無形民俗文化財，霞ヶ浦の帆引網漁

の技術の調査に対する負担金及び土浦市文化財愛護の会等への事業補助金でございます。
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また，備考欄一番下の指定文化財修理費等補助金は，真鍋町の八坂神社に対し，自動火

災報知機設置に際し，２分の１の額を補助したものでございます。不用額の５１万２，

０００余円は，県指定無形民俗文化財，大畑のからかさ万灯と日枝神社の流鏑馬祭の開

催中止に伴う事業補助が主なものでございます。２目までは以上でございます。

○黒澤上高津貝塚ふるさと歴史の広場考古資料館副館長 ３０６ページと３０７ページ

をお願いします。３目ふるさと歴史の広場管理費について，御説明いたします。ふるさ

と歴史の広場管理費は，施設の維持管理運営，展示や講座などの教育普及活動経費，遺

跡調査にかかる経費でございます。補正予算でございますが，新型コロナウイルス感染

防止対策として，屋外トイレ洋式化工事と体験学習室などの水栓レバー交換にかかる費

用で，３月議会でお願いし，今年度に繰り越したものです。それでは主な内容を御説明

いたします。１節報酬につきましては，受付や資料調査等の会計年度任用職員の報酬で

ございます。７節報償費につきましては，講座の講師謝礼などで主なものでございます。

１０節需用費でございます。印刷製本費につきましては，入場券，年報，企画展に係る

ポスター，チラシ，展示パンフレットなどが，主なものでございます。修繕料につきま

しては，扉，展示物，屋外デッキなどの修繕経費でございます。繰越明許費でございま

すが，水栓レバーの交換でございます。１１節役務費につきましては，電話代のほか，

展示する資料を借用するための通信運搬費，水槽清掃などの手数料，展示の看板やパネ

ルなどの筆耕料が主なものでございます。１２節委託料につきましては，備考欄記載の

とおり１２件の委託料でございます。毎年定例的な保守管理委託業務のほか，資料の保

存処理や科学分析，調査に関する業務委託でございます。１３節使用料及び賃借料のＬ

ＥＤ照明機器借上料につきましては，資料館内などのＬＥＤ照明のリース料でございま

す。３０９ページをお願いします。１４節工事請負費でございます。収蔵庫の煙感知器

増設工事と，展示室などの冷暖房設備である冷温水ユニットの改修工事でございます。

繰越明許費でございますが，屋外トイレの洋式化工事でございます。３目の説明は以上

でございます。

○中澤文化振興課長 つづきまして，４目芸術文化振興費でございます。こちらは，芸

術・文化活動の推進や支援などにかかる経費でございます。補正予算１８６万１，００

０円の減額は，新型コロナウイルスの影響で中止となった土浦薪能の補助金３５０万円

の減額に，市民ギャラリー駐車場使用料の増額１６１万円と文化振興基金利子の増額２

万９，０００円を差し引いたものです。１節報酬につきましては，文化振興事業の会計

年度任用職員１名と，市民ギャラリー受付２名分の経費でございます。７節報償費につ

きましては，市美術展委員会委員の謝礼と，市民ギャラリー企画展等に対する展示作品

の借用謝礼が主なものでございます。１２節委託料につきましては，市美術展開催委託

料のほか，市民ギャラリーの維持管理に伴う委託料５件と，備考欄一番下の美術品修復

委託料は，市民ギャラリーが収蔵する美術作品４点を文化振興基金を用いて修復したも

のでございます。１３節使用料及び賃借料につきましては，市民ギャラリーに伴う使用

料，借上料でございます。内，駐車場使用料は，ギャラリー来館者のための駐車場の無

料化措置による使用料でして，不用額の１２１万４，０００余円は，新型コロナウイル
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スの影響により，駐車場の利用が低迷したことによるものです。１８節負担金補助及び

交付金の負担金につきましては，アルカス土浦管理組合に支払う，市民ギャラリーの光

熱費，上下水道費，管理費等の経費でございます。補助金につきましては，文化祭開催

事業等に伴う文化協会への補助でございます。不用額の３１４万１，０００余円は，新

型コロナウイルスの影響により，市民ギャラリーの光熱水費の減と，文化祭事業の一部

中止による事業費返還によるものです。３１０ページ，３１１ページをお願いいたしま

す。２２節償還金利子及び割引料につきましては，新型コロナウイルスの影響により，

施設利用を自粛するなどした団体に対し，既に支払いが済んでいた利用料金を返金した

ものでございます。２４節積立金につきましては，文化振興基金の運用利子を同基金に

積立を行ったものでございます。続きまして，５目市民会館管理費でございます。こち

らは，市民会館の管理運営及び大規模改造工事にかかる経費でございます。補正予算の

２９４万３，０００円は，新型コロナウイルスの影響により，市民会館の臨時休館や予

約のキャンセル等により利用料収入が減少したことによる指定管理料の増額補正と，新

型コロナウイルス感染症対応の臨時交付金による増額補正でございます。１０節需用費

は，市民会館リニューアルに伴う，事務用品や舞台用品の購入費です。うち，修繕料に

つきましては，リニューアルオープンに向けての軽微な修繕のほか，玄関前アスファル

トの塗装を行うため，予備費より７９万８，０００円を充当し実施したものです。１２

節委託料につきましては，市民会館の管理運営に係る指定管理料と，施設点検委託料が

主なものでございます。なお，不用額の６２５万６，０００余円は，指定管理料の不用

額が主なものでございます。これは，新型コロナウイルスの影響により，当初まったく

予約が入っていなかった１月から３月にかけて，感染対策を十分にとったところ，利用

されるケースが増え，想定よりも利用料収入があったことにより，３月末の精算時に不

用額が生じたものでございます。１４節工事請負費の市民会館駐車場舗装工事は，大規

模改造事業に伴う，第１駐車場の舗装工事の繰越分でして，繰越しの理由は，雨水排水

処理等に関して，近隣施設との調整に時間を要したことから，契約期間を延長して，実

施したものでございます。なお，工事は，リニューアルオープン前に完了しております。

また，市民会館非常照明用蓄電池更新工事は，大規模改修工事中の点検により不具合が

判明し，早急に更新工事が必要となったことから流用により対応したものでございます。

１７節備品購入費は，大規模改修工事事業に伴う舞台用備品などの購入費でございます。

４目，５目は，以上でございます。

○佐賀生涯学習課長 ３１０，３１１ページをお願いします。つづきまして，６目公民

館費でございます。こちらは，公民館８館の人件費，施設の維持管理に係る経費でござ

います。補正予算につきましてはコロナ対策で和式トイレの洋式化や水栓レバーの交換，

一中公民館の空調設備故障に伴う予算でございまして，水栓レバーと空調設備は年度内

の工事が間に合わないことから，令和３年度に繰り越しをしております。流用につきま

しては，雨漏り修繕のためでございます。１節報酬は，公民館指導員会計年度任用職員

の経費でございます。１１節需用費につきましては，次のページ，３１２，３１３ペー

ジの備考欄にございます地区公民館８館の光熱水費及び修繕料が主なものでございます。
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コロナ対策として，災害時に自主避難所となる公民館において，密を避け情報収集手段

の確保のため，Ｗｉ‐Ｆｉルーターを整備したものでございます。１２節委託料につき

ましては，荒川沖の東部，西部地区学習等共用施設の指定管理料及び公民館の維持管理

に必要な設備の保守点検等の経費でございます。１３節使用料及び賃借料につきまして

は，機器の使用料，借地料が主なものでございます。権利使用料につきましては，コロ

ナ対策で設置したＷｉ‐Ｆｉの有害サイトフィルタリングサービスでございます。３１

４，３１５ページをお願いします。１４節工事請負費の内，荒川沖西部学供空調機更新

及び三中地区公民館受電設備改修につきましては，老朽化に伴う修繕でございます。ト

イレ改修工事は，コロナ対策で新治公民館を除く７館の全ての和式トイレを洋式トイレ

に改修したものです。なお，繰越しにつきましては，一中地区公民館の空調機の故障及

びコロナ対策で各公民館の水栓レバー等の交換の工事でございます。７目生涯学習館費

でございます。こちらは，文京町にございます，生涯学習館の管理に係る経費でして，

委託しております産業文化事業団職員の人件費及び光熱水費，施設の維持管理費が主な

ものでございます。７目までの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 次の説明の前に，換気のために暫時休憩としたいと思います。５午後２

時５分から再開したいと思います。

【休憩】

（午後２時５分再開）

○下村委員長 休憩前に引き続き，予算決算委員会文教厚生分科会を行います。第８目

博物館費から第１２目青少年の家管理費まで執行部より説明願います。

○木塚博物館副館長 ８目博物館費の主なものを御説明いたします。内容は施設の維持

管理及び展示や教育普及事業を実施したものです。補正予算の増減の主なものは，職員

の異動に伴う給料の差額でございます。繰越明許費１４２万９，０００円は，新型コロ

ナウイルス感染症対策として，来館者用トイレなどの水栓レバー１１個を交換するため

の１２万９，０００円と空調システム――チラーユニットのレシーバーの交換工事１３

０万円の合計でございます。なお，水栓レバーは，部品の調達と交換までに１か月を要

すること，また，レシーバーは特注で製作に３か月を要するため，令和３年度に繰越し

ました。１節報酬は，館長ほか受付職員など８名の会計年度任用職員の報酬でございま

す。７節報償費は，特別展の図録原稿，執筆謝礼，体験講座，講師への謝礼等でございま

す。８節旅費は，特別展の史料調査及び借用，返却に伴う旅費でございます。１０節需

用費の主なものは，特別展図録，ポスター，チラシなどの印刷製本費，電気代等の光熱

水費，修繕費です。繰越明許費の１２万９，０００円は修繕料で，先に述べました水栓

レバー１１個の交換です。１１節役務費ですが，通信運搬費は特別展等の展示資料の輸

送に伴うものでございます。手数料は，土浦藩刀剣の研磨，歴史資料の修復，展示資料

の写真撮影などでございます。３１６ページと３１７ページをお願いします。１２節委

託料は，主に施設，設備の保守や管理，，収蔵試料の保存のための業務委託等でございま
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す。１３節使用料及び賃借料は，複写機使用料などでございます。１４節工事請負費の

繰越明許費１３０万円は，チラーユニットのレシーバーですが，特注で製作に３か月を

要するため，工期を５月３１日までに変更し，令和３年度に繰越しをいたしました。防

火シャッター，危害防止装置の取付け工事は，館内の搬入口にあるシャッターに，非常

時における挟まれ防止の安全装置を取付けたものでございます。展示ホールの空調機器

のコイル交換工事は，老朽化したエアハンドリングユニット２台のコイルを交換いたし

ました。１７節備品購入費は，土浦藩や土浦町にかかわる歴史資料を購入いたしました。

３１８ページと３１９ページをお願いいたします。１８節負担金補助及び交付金は，日

本博物館協会ほか２件の負担金です。８目の説明は以上です。

○武藤図書館長 ３１８，３１９ページをお願いいたします。９目図書館費について，

御説明させていただきます。図書館費の主なものにつきましては，図書館の運営に係る

人件費，図書購入などの需用費，図書館の管理運営等に係る委託料ならびに使用料及び

賃借料等の経費でございます。補正予算につきましては，１，０７１万３，０００円の

減額となっておりますが，職員の人事異動に伴う１，３４３万８，０００円の減額。ま

た，新型コロナウイルス感染症対策事業としましてて，電子書籍の購入，館内のトイレ

に便座除菌クリーナーの設置に伴う２７２万５，０００円の増額補正をしたものでござ

います。１節報酬につきましては，図書館協議会委員の延べ１５名分の会議出席の際の

報酬でございます。７節報償費につきましては，図書館主宰の自主講座やイベント等の

講師謝礼でございます。不用額７７万１，０００円につきましては，コロナの影響によ

り，自主講座やイベントを中止としたためでございます。１０節需用費につきましては，

消耗品費，印刷製本費が主なものでございます。消耗品費は，主に市民の利用に供する

ために購入した図書，雑誌，新聞等の資料購入費でございます。印刷製本費は，図書館

利用カード等の印刷費でございます。１２節委託料につきましては，備考欄記載のとお

り１１件の委託となっております。図書館の運営にかかる窓口業務委託料のほか，施設

管理にかかるエレベーター，空調設備の保守点検，清掃などの各委託料，また，所蔵図

書の内を保管，管理しております自動化書庫の保守委託料等の経費でございます。つづ

きまして，３２０，３２１ページをお願いいたします。１３節使用料及び賃借料につき

ましては，１つ目の複写機使用料，５つ目の所蔵図書や利用者情報を管理する図書館管

理システム使用料，アルカス土浦，市営駐車場の駐車料金無料化措置分の駐車場使用料

などが主なものでございます。その他，権利使用料として，新聞等記事のバックナンバ

ーの閲覧，検索ができるオンラインデータベース，電子書籍の貸出，インターネットに

よる音楽配信サービス等を導入し，利用者への情報サービスの充実を図っております。

なお，不用額１，０８６万１，０００円につきましては，駐車場使用料が，コロナの影響

で臨時休館，開館時間の短縮等により，利用者が減少したことが主な要因でございます。

１８節負担金補助及び交付金につきましては，各図書館協会負担金，図書館の入るアル

カス土浦管理負担金でございます。アルカス土浦管理負担金は，図書館，市民ギャラリ

ー，銀行，学習塾の権利者で構成される管理組合に支払う負担金となります。施設管理

運営費や光熱水費等に充当されております。不用額６４５万８，０００円につきまして
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は，アルカス土浦管理負担金が，コロナの影響による臨時休館，開館時間の短縮等によ

り，光熱水費の減が主な要因でございます。９目図書館費の説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○木塚博物館副館長 １０目市史編さん費の主なものを御説明します。内容は，土浦市

の地域編さんを目的に，歴史史料の解読や整理等を実施したものです。１節報酬は，古

文書の解読や史料のデータ整理，入力などを行う会計年度任用職員６名分の報酬でござ

います。８節旅費は，会計年度任用職員の通勤費及び茨城県が行った史料取扱研修会に

伴う旅費でございます。１０節需用費は，主に事務用消耗品や古文書目録第３１集に伴

う印刷製本費です。１２節委託料は，市内に残る古文書を整理し，その目録の作成に伴

うものですが，コロナ感染症拡大のため，整理の実施日を減らしたため３６万円のとこ

ろを２８万５，０００円減額いたしました。１０目史編さん費の説明は以上でございま

す。

○佐賀生涯学習課長 ３２０，３２１ページをお願いします。つづきまして，１１目青

少年育成費でございます。これは，青少年の健全育成事業に係るもので，放課後児童ク

ラブ，放課後子供教室，成人式の開催などの経費でございます。補正につきましては，

放課後児童クラブ支援員報酬の実績に伴う減額補正及びコロナ対策での水栓レバー交換

などでございます。水栓レバーの交換並びに成人式に関する予算につきましては翌年度

に繰越しをさせていただいております。１節報酬及び３節職員手当等は，青少年指導室，

こどもランド，放課後児童クラブ支援員などに係る人件費でございます。７節報償費に

つきましては，青少年相談員及び放課後児童クラブ巡回指導員等の謝礼でございます。

繰越につきましては，成人式の手話通訳料でございます。１０節需用費につきましては，

放課後児童クラブやこどもランドに係る経費でございます。繰越しにつきましては，成

人式の消耗品費でございます。３２２，３２３ページをお願いします。１２節委託料に

つきましては，放課後児童クラブ，放課後子供教室の運営委託が主なものでございます。

１３節使用料及び賃借料につきましては，青少年センターや放課後児童クラブで利用す

る機器のリース料が主なものでございます。繰越しをしておりますのは，成人式で利用

するクラフトシビックホール土浦及びテントの使用料でございます。１４節工事請負費

につきまして，繰越しとなっておりますのは，児童クラブの水栓レーバーの交換工事で

ございます。１７節備品購入費につきまして，遊具でございますが，子供たちのために

使ってほしいということで，つちうら祭会，土浦祭囃子会，桜神連合，雅連合の皆様か

ら寄付をいただいたものでございます。ウララ２の８階にございますこどもランドに，

ジャングルジムと消耗品の方でおままごとセットを購入させていただいたものでござい

ます。１８節負担金補助及び交付金の負担金につきましては，茨城県子ども会育成連合

会負担金ほか３件でございます。補助金につきましては，土浦市子ども会育成連合会事

業補助金ほか１件でございます。子ども会育成連合会事業につきましては，当初予算が

１００万円でございましたが，主な行事がコロナの影響の為に中止となったことから，

８９万５，０００余円を返納いただいております。２３節償還金利子及び割引料につき

ましては，放課後児童クラブ運営に係る子ども子育て支援国庫交付金が翌年度清算とな
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りますことから，令和元年度の超過交付分を清算し，返還したものです。つづきまして，

１２目青少年の家管理費でございます。こちらは，乙戸にございます青少年の家の施設

の維持管理に係る経費でございます。１節報酬は，会計年度任用職員２名の報酬でござ

います。３２４，３２５ページをお願いします。１３節委託料につきましては，施設の

維持管理に係る経費でございます。１４節使用料及び賃借料につきましては，青少年の

家の土地所有者５軒と契約している借地料が主なものでございます。１２目までの説明

は以上です。よろしくお願いいたします。

○下村委員長 ありがとうございます。生涯学習課長，少し節がずれているのですが，

説明と。タブレットで見てる，例えば今１４節といった話が１３節ですし。

○佐賀生涯学習課長 大変失礼いたしました。１３節委託料のところから１２，１３と

１つずつずれていたと思います。大変失礼いたしました。

○下村委員長 大丈夫ですね，そうしたならね。ずれているのは，確認していますね。

それだけすみません。それでは，ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 ないようですので，次に第６項保健体育費について執行部より御説明願

います。

○大橋スポーツ振興課長 ３２４，３２５ページをお願いします。６項保健体育費，ま

ずは１目の保健体育総務費をお願いします。保健体育総務費はスポーツ推進委員やスポ

ーツ振興課全般に係る経費で，人事異動に伴う人件費一人分の６９７万１，０００円の

減額補正を経て，３２５ページにありますとおり支出済額は２億１，５９７万９，４２

３円。令和元年度に比べ８９０万円ほど，約４パーセントの減でございます。１節報酬

はスポーツ推進委員７２人分，会計年度任用職員１人分の報酬です。２節給料，３節職

員手当，４節共済費は，スポーツ振興課，川口運動公園管理事務所，武道館及び学務課

の学校保健担当の計１６人分の人件費でございます。１１節役務費は，スポーツ推進委

員の保険料となります。１８節負担金補助及び交付金は，３２７ページにかけて，備考

欄に記載の上部組織である４つの団体への負担金。スポーツ推進委員協議会への補助金

は，例年２２万６，０００円の補助金ですが，コロナ禍での事業規模縮小により１５万

１，０００円返納し，７万５，０００円の決算となってございます。２７節繰り出し金

は，木田余グラウンドの用地取得に係る償還金について，公共用地先行取得事業特別会

計に繰出ししたものでございます。つづきまして，同じ３２６ページ，３２７ページの

２目社会体育振興費です。社会体育振興費は，市民の健康増進，体力づくりのための各

種大会開催及び地域スポーツの充実のための学校開放事業に要する経費でございます。

市民体育祭の中止と小中学校の大会参加補助金の２つの項目で，合わせて１，２２２万

円の減額補正をいたしました。２目社会体育振興費は，支出済額２，２５１万５，３５

３円で令和元年度歳出と比べ１，６００万円強少なく，４１，８パーセントの減となり

ました。大きなものでは，１２節委託料において，例年ですと市民体育祭の各地区への

委託料がございますが，一律中止といたしましたので６５７万６，０００円を１２月議

会にて減額補正させていただきました。更に１８節補助金においては，コロナで軒並み
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大会等が中止となったことに伴い，体育協会，スポーツ少年団ともに返金措置。小中学

校児童生徒各種大会参加等補助金は，総体をはじめ関東，全国大会が中止のため３月議

会で５６４万４，０００円，同様に減額補正しております。１８節では，かすみがうら

マラソンが３０回記念大会として増額となりましたが，減額となったものは１，１００

万円以上でございました。つづきまして，同じ３２７ページの３目体育施設費でござい

ます。体育施設費ではコロナ禍において，実に大きな変動がございました。コロナ対策

でのトイレの洋式化工事等，それと水郷体育館の委託料，この２件で３，９３０万ほど

の増額。一方で水郷プールをはじめとし，光熱水費や契約差金，合計３，７４０万ほど

の減額補正を経て，結果その差額が３２６ページにお示しのとおり，１８８万４，００

０円の増額補正となったものです。３目体育施設費の支出済額は，２億１，３１２万９，

００８円。令和元年度支出より１億５，３００万円以上低い，４１．８パーセントの減

となりました。主な歳出ですが，１節報酬は，武道館や乙戸テニスコートなど４施設，

会計年度任用職員延べ９人分の人件費でございます。１０節需用費，光熱水費では，新

治トレーニングセンターのＬＥＤ化やコロナによる施設閉鎖に伴い，電気代，水道代に

多額の不用額が生じました。３月議会において，５４４万１，０００円の減額補正をい

たしました。３２９ページをお願いします。１２節委託料でございます。霞ヶ浦文化体

育会館に始まり，３３１ページの水郷プール管理委託料から最後の新治グラウンド人工

芝整備手法調査委託まで，延べ３０件の委託業務でございます。大きな動きがあったも

のでは，水郷プールの特別営業等のため，１２月議会で２，１４６万５，０００円の減

額補正。３月議会では，２件の契約差金１１６万２，０００円の補正減とさせていただ

きました。委託料合計では，令和元年度に対し２，２６５万円ほど，１１．９パーセント

の減となりました。１３節使用料及び賃借料は，武道館駐車場及び南部地区運動広場の

借地料。それと，新治トレーニングセンター，宍塚小，一中校庭の３か所のＬＥＤ照明

借上げ料が主なものでございます。１４節工事請負費については，感染症対策として市

内体育施設７か所のトイレの洋式化，蓋掛け，水道蛇口のレバーハンドル化で，３月議

会で２，９４６万１，０００円を補正増で計上し，翌令和３年度に繰越ししております。

２２節償還金につきましては，コロナ禍にあって，まさに稀な水郷プールの使用料の回

数券等の払戻し，返金に応じたものでございます。大変駆け足でしたが，スポーツ振興

課からは以上でございます。

○田中学務課長 つづきまして，４目学校保健管理費について御説明いたします。学校

保健管理費は，児童生徒及び教職員の各種の保健管理に係る経費です。補正予算につき

ましては，学校における新型コロナウィルス集団感染防止のための保健衛生用品の購入

経費として，７月，９月，１２月議会で増額補正をしております。なお，年度内の事業終

了が見込めないことから，令和３年度に一部繰越しをしております。繰越明許費につき

ましては，学校保健用消耗品として消毒用アルコール，使い捨て手袋など新型コロナウ

ィルス感染症拡大の影響により品薄となり，年度内に納品されなかったことから，需用

費消耗品の繰越しを行ったものです。それでは各節について御説明いたします。１節報

酬は，学校医４７人，学校歯科医３２人，学校薬剤師１６人の計９５人分の報酬と，教
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育委員会産業医の報酬でございます。８節報償費は，就園，就学時の健康診断に対する

担当医，延べ５４人への謝礼でございます。１０節需用費の消耗品につきましては，先

ほど御説明いたしました，繰越し等を行った学校における集団感染防止のための保健衛

生用品などです。３３２ページ，３３３ページをお願いします。１２節委託料は，備考

欄に記載のとおり，教職員及び児童生徒の各種検診に係る経費で，心臓検診委託料や教

職員定期健康診断委託料などでございます。１８節負担金補助及び交付金の負担金につ

きましては，園児及び児童生徒が園や学校で怪我などをした場合の保険として加入する

日本スポーツ振興センター災害共済への負担金が主なものでございます。４目学校保健

管理費は，以上でございます。

○寺崎学校給食センター長 ５目学校給食費です。学校給食費は，第１，第２の旧学校

給食センター，そして，令和２年９月から稼働となった学校給食センターの管理運営経

費，給食提供に係る経費並びに新学校給食センターの整備に係る経費でございます。補

正予算については，３月議会の補正減でございますが， ４，５月の臨時休校に伴い，給

食センター自体が稼働をしなかったため，抑えられた燃料費，光熱水費，食材費などの

需用費，委託料などの付随費用が主なものです。特に，賄材料費が第 1，第 2センターと

併せると，約７割近くを占めております。また，繰越額につきましては，継続費である

学校給食センター再整備工事監理委託料及び工事請負費でございます。それでは，各節

の主なものについて御説明申し上げます。１節報酬から４節共済費までは，学校給食セ

ンターに従事する職員６名及び非常勤職員等の人件費でございます。８節旅費は，令和

２年度から学務課保健係から移管となった学校給食配膳員５０人分を含む会計年度任用

職員の通勤費用です。１０節の需用費は，次のページにわたりますが，学校給食センタ

ーの管理運営及び給食調理にかかる消耗品，燃料費，光熱水費，修繕料等でございます。

そして，３３５ページ備考欄にございます賄材料費については，児童，生徒，教職員な

ど，約１万１，０００人分の食材購入費等でございます。この中には，備蓄用のカレー

１万２，０００食分及び令和２年度に関しては，新センター立ち上げに係るリハーサル

用の食材費も含まれます。１１節役務費のうち手数料とございますが，主なものとして

は，新センターの水道加入金や職員の保菌検査手数料などです。１２節の委託料は，旧

センター及び新センターの維持管理，運営，そして，新センターの建設にかかる工事監

理などでございます。主なものですが，備考欄中ほど９項目めに記載されております給

食輸送委託料。これは，２トントラックが旧センター１１台，新センター１３台で給食

を運搬，回収する経費でございます。その３項目下の給食センター調理等委託料は，給

食の調理，食器洗浄，衛生管理などの業務を委託しております。下の方から３，４項目

目の学校給食センター再整備に係る工事監理委託料でございますが，こちらは，平成３

０年度から令和２年度までの３年間の継続費となっており，令和元年度の繰越分と令和

２年度分となっております。３３７ページの１３節使用料及び賃借料については，学校

給食センターの３ブロックに分けた献立と食物アレルギー除去食の献立を作成する，学

校給食管理システムほか事務機器使用料でございます。１４節工事請負費につきまして

は，学校給食センター再整備工事費です。こちらにつきましても，平成３０年度から令
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和２年度までの３年間の継続費となっており，令和元年度の繰越分と令和２年度分など

となっております。繰越分が２段に分けて表示されておりますが，下の４，５７３万８，

０００円分の方ですが，こちらは繰越明許費としてセンター工事に併せて整備した，新

治トレーニングセンターの外構，駐車場工事分でございます。１７節備品購入費につき

ましては，新センター管理運営用備品の購入費です。調理用備品が，大きな割合を占め

ますが，単価が大きいものを挙げますと，コンテナ食器洗浄機，真空冷却機，フライヤ

ー，コンベクションオーブン，回転窯，大型冷蔵庫などでございます。１９節扶助費は，

子育て支援として行った６，７月分の給食無料化事業において，その恩恵を受けられな

かった，給食の全部又は一部を停止している保護者７３名に給食費相当分について，費

目を設定し支援金を支給したものです。２１節補償補填及び賠償金は，令和２年３月の

新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の臨時休業に伴い，給食を停止したことによ

り生じた食材納入業者，１０業者なんですが，その損失等に対し支給した補償金でござ

います。５目の説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

○塚原委員 体育施設費の委託料ですね。３３１ページ。ここに，体育施設利用者対応

に係る弁護士委託料とあるのですけれども，内容を教えていただいてもよろしいですか。

○大橋スポーツ振興課長 体育施設，様々な施設がございますが，新治トレーニングセ

ンターの利用客との間でトラブルがございまして，その代替施設の要求ですとか，そう

いうのが具体的にございまして，事態が正直どんどん悪い方へ行ってしまいまして，そ

の対応について弁護士に委託したものでございます。内容としましては，着手金が１１

万円で，そのほかは配達証明ですとか，そういったものの実費の対応となってございま

す。以上でございます。

○塚原委員 給食センターができたことにもかかわることですか。それとも，また別で

すか。

○大橋スポーツ振興課長 給食センターとは絡まずに，今回のコロナの影響によりまし

て，予約していたのを別の日に振り返るなり，あるいは，そこで手違いがあったりとい

うことで，お互いが気持ち良いやり取りができないまま，悪い方に悪い方に行ってしま

ったという。

○鈴木委員 ３３７ページの給食停止者支援金のところで，給食停止者というのは何人

位いて，どういう理由なのかというのを教えていただきたいのですが。

○寺崎学校給食センター長 給食停止者の具体的な数字は，正確な数字は御用意してい

ないので，後ほど提示させていただきたいと思います。給食停止者というのは，大きく

はアレルギーを保有しているお子さんがいる御家庭で，給食のおかず又は牛乳の部分を

停止している方でございます。今はアレルギー除去食の提供を行っていますので，乳及

び卵のアレルギーを持つ方に関しましては，その除去食を提供させてはいただいている

のですが，その除去食でカバーできない部分で，実際に給食の方を食べないで停止をし

て，お弁当をお持ちのお子さんがいる御家庭でございます。

○下村委員長 説明資料は，後でお願いします。
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○福田委員 ３３５ページＰＣＢ含有調査委託料なのですが，これは食材に対する調査

なんですか。

○寺崎学校給食センター長 すみません，聞き取れなかったのでもう１度お願いします。

○下村委員長 ＰＣＢ含有調査委託料についてを御説明ください。

○寺崎学校給食センター長 こちらは，実際に排出しました第１学校給食センター，そ

して第２学校給食センター。そちらで配備していましたエアコンですね。そちらに含ま

れているＰＣＢ，それについての含有量というのを調査させていただきました。

○福田委員 エアコン。

○寺崎学校給食センター長 エアコンを含む空調設備です。

○福田委員 同じく３３５ページのフロン収集運搬委託料と３３７ページの冷蔵庫フロ

ン排出定期点検委託料，これについて説明をお願いいたします。

○寺崎学校給食センター長 ３３５ページのフロン収集運搬委託料につきましては，セ

ンターを廃止する第１給食センターのフロンについて，撤去，収集する委託料でござい

ます。そして，３３７ページの冷蔵庫フロン排出定期点検委託料につきましては，新し

くできました学校給食センターで，フロンの排出について定期的に点検を掛ける委託料

でございます。

○福田委員 フロンの排出というのは，冷蔵庫からフロンが漏れるということですか。

○寺崎学校給食センター長 いえ，漏れるということではなくて，事故も含めてフロン

の排出を定期的に点検するということが義務付けられているため，それに対して調査を

行うということでございます。

○下村委員長 少しいいですか，センター長。話をまとめますけれども，新しい学校給

食センターの冷蔵庫は，定期的に点検をすると。その点検の中にフロンも点検項目があ

って，義務化されているということで別に計上していて。もう１つ，第１学校給食セン

ターとおっしゃいましたかね，最初にね，フロン収集運搬委託料は第１学校給食センタ

ーの方の古いエアコンですかこれは。

○福田委員 冷蔵庫でしょ。

○下村委員長 冷蔵庫かエアコンか分からないのです。そこだけすみません。

○寺崎学校給食センター長 申し訳ございません，説明が。これは，冷蔵庫の方も当然

含みます。

○下村委員長 もうちょっとすみません。冷蔵庫とそれだけですか。エアコンもですか。

○寺崎学校給食センター長 冷蔵庫とエアコンの分です。

○下村委員長 実は，フロンガスって古いエアコンは，大気中に放出するというのは駄

目なので，回収して処理しなければならいというので，やったんだろうと思うのですけ

れども。センター長，古いから撤去するために収集したのですか。

○寺崎学校給食センター長 そのとおりでございます。実際に第１給食センターの方を

稼働を止めるためには，フロンの撤去が必要となりますので，そのために行ったもので

ございます。

○田子委員 ３３３ページの教職員ストレスチェックについてお伺いします。どれくら
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いの人数の先生方が受けられて，高ストレスを抱えてらっしゃると出たのは，どれくら

いの先生の割合なのか教えてください。

○田中学務課長 まず，ストレスの検査を受けた先生が，全部で対象が７６１人中，受

験した方が６８１人。受験率が８９．５パーセントでございます。そのうち，高ストレ

ス判定を受けた教職員の方が４６名と。うち，産業医の方に面談を申し出た方が１名。

で，実施しております。以上でございます。

○下村委員長 ほかにございますか。

○田中学務課長 先ほど鈴木委員から御質問いただきました，３３７ページの学校給食

センターの１９節の扶助費の給食停止者支援金の対象人数ということですが，７３名で

ございます。

○下村委員長 ありがとうございます。ここで審査の方は，教育委員会が終わりなので

すが，執行部の方から何か説明等ありますか。ほかに。

（「特にございません」の声あり）

○下村委員長 それでは，換気と入替えのため，暫時休憩といたします。教育委員会の

皆様ありがとうございました。お疲れさまでした。

【休憩】

（午後２時５７分再開）

○下村委員長 それでは，再開いたします。次は特別会計ということになりますが，そ

の前にこども未来部の方から，先ほどの質問に対する御回答をいただけるということで，

まずは菊田課長よろしくお願いします。

○菊田こども政策課長 午前中に塚原委員から，決算書１８１ページの民間保育所等運

営費補助金につきまして，民間保育所から保育士の方へ確実に支払われているのかとい

った御質問について，お答えさせていただきます。この民間保育所等運営費補助金につ

きましては，補助金交付の方法につきまして，交付要綱で定めておりまして事業者に対

して交付すると。保育士個人個人ではなくて，事業者に対して交付すると定めておりま

す。事業者に対して交付した補助金，これが保育士に確実に支払われているのか，これ

につきまして２点において確認作業を行っております。１点目は，賃金台帳。各保育施

設から，その事業所の様式にはなるのですけれども，各保育士についての賃金台帳，原

本証明付きの賃金台帳をいただいております。この賃金台帳の中には，賃金の明細が，

毎月の支払の明細が出ているんですけれども，その中にお手元にある，ある施設の明細

書の中では，その中の項目として土浦市の単独補助という項目がございます。ここに正

職員であれば１万５，０００円，非常勤職員であれば５，０００円，それが毎月その分

の金額が，記載がございます。こういった賃金台帳，原本証明付きの賃金台帳をいただ

くことで，給与の支払いの中に含まれているということの確認を，まずしております。

もう１点，給料に含まれていることが，それが確実に支払われているのか，保育士の手

元に行っているのかにつきましては，支払いの確認書というものを取っております。イ

メージとしては，領収書に代わるようなものでございまして，内容としまして土浦市の

要綱に基づいて人件費の補助，この処遇改善の人件費の補助が行われていることの説明
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を受けたこと。そして，その人件費の支払いを受けたことの確認。これにつきまして，

確認日と自署による署名，そして金額ですね。これを記載していただいた支払い確認書

というものをいただいております。これらの２点におきまして，事業所から保育士の方

へ補助額が支払われていることの確認をしているものでございます。以上でございます。

○塚原委員 ありがとうございます。実際，この正職員が１万５，０００円，臨時の人

が５，０００円と。これ２万円ですよね。それが全て，この市からの補助が先生に行っ

ているというよりも，ある程度施設でも働いている人たちの環境を改善するために，い

くらか使っていいとかそういうのがあるのか。それともこの１万５，０００円と５，０

００円で掛ける何人といって市から渡しているのか，それだけちょっと教えていただい

てもいいですか。

○菊田こども政策課長 市から事業所に支払った額について，事業所の方でお金の使い

方の裁量権があるかどうかということにつきましては，それはないということでござい

ます。それは確実に賃金の方に反映していることを，それをこちらで先ほどの２点の書

類によりまして確認をして，それで支払いをしているものでございます。

○塚原委員 分かりました，ありがとうございます。

○下村委員長 菊田課長。今の話は，新聞でも報道されたかと思うんですよ。なかった

かな。保育士さんが補助金は園の方に入ってしまって，自分たちはもらえないよってな

んかあったような気がするんですよ。ここではないですよ，よそで。ほかの県外かどっ

かの市町村かどっかで。そういう記憶があるんですけれども，今の確認の仕方，補助金

を出してますよという確認の仕方が間接的なんじゃないのかなという気がするんですよ。

直接自分たちの，市の職員の目でそこの現場に行って，たまに確認しているのかという

ことが大切なのかなと思うんですよ。所謂報告書で出てきて，はいはいと全てオッケー

なのかどうかということの方が少し曖昧になってしまうような気がする。だから，たま

にはチェックをするという，そのためには行かなければいけないということも大切なの

かなと。何かを調査したり，見たり，聞いたりという，そういったことをしなければな

らないというのが，あるんだろうと感じますので，その辺の御検討をお願いします。塚

原委員のおっしゃっていることは，充分に御理解いただけたと思うんでまずはよろしく

お願いいたします。次に，塚本課長から何か御報告ありますか。

○塚本高齢福祉課長 午前中の一般会計の説明の中で，訂正をさせていただきたいと思

います。目黒委員から御質問がありました，１６３ページの寝たきり老人等日常生活用

具給付費の内訳についてでございますが，説明ではシルバーカー３件，火災報知器１件

というお答えをさせていただきましたが，この件数につきましては申請に基づき給付券

を発行した件数でございました。実際に発行したこの４枚の給付券の利用について，販

売業者から請求があった件につきましては，シルバーカーの１台分ということでしたの

で，決算の件数といたしましては，このシルバーカー１件ということでございましたの

で，よろしくお願いいたします。以上でございます。

○下村委員長 ここで，こども未来部の加藤部長とこども政策課の菊田課長が退席とな

りますので，ありがとうございました。それでは，早速ですが特別会計の国民健康保険
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特別会計，実質収支に関する調書を含む。ここの部分を説明願います。

○元川国保年金課長 ３７０ページ，３７１ページをお願いいたします。まず始めに，

国民健康保険制度につきましては，平成３０年度からの制度改革により，県が財政運営

の責任主体となりましたことから，市の会計におきましては，県が市町村ごとに決定す

る国民健康保険事業費納付金を，市が国民健康保険税を主な財源として県に支払い，市

町村の保険給付費の支払いに必要な費用等が，県から市に交付されることとなっており

ます。歳入決算額の収入済額合計は，３７１ページの下段に記載のとおり，１４０億４，

５０３万余円，前年度比で１０億５，５０８万円余円，７．０パーセントの減となって

おります。減額の主な要因につきましては，新型コロナウイルス感染症の影響や被保険

者数の減少に伴う，保険給付費の減額による県支出金の減収。赤字削減，解消計画に基

づく一般会計からの法定外分の繰入金の減額等によるものでございます。３７２ページ，

３７３ページをお願いいたします。次に，歳出でございます。歳出決算額の支出済額合

計は，３７３ページの下段に記載のとおり，１３８億４，２６１万余円，前年度比で１

１億１，２９７万余円，７．４パーセントの減となっております。減額の主な要因につ

きましては，県の決算剰余金活用による国民健康保険事業費納付金の大幅な減額，新型

コロナウイルス感染症の影響や被保険者数の減少に伴う保険給付費の減額等によるもの

でございます。３７４ページをお願いいたします。令和２年度歳入歳出差引残額は，２

億２４２万４，３７８円で，この全額を令和３年度会計に繰越しするものでございます。

続きまして，歳入歳出事項別明細書でございます。３７６ページ，３７７ページをお願

いいたします。歳入の事項別明細から御説明いたします。はじめに，国保の加入状況で

ございますが，令和２年度末の加入世帯は，２万７３７世帯，前年度比で１２１世帯，

０．６パーセントの減でございます。被保険者数は３万１，９７３人，前年度比で６６

０人，２．０パーセントの減となっております。１款国民健康保険税でございます。県

に対して支払う国民健康保険事業費納付金の主な財源となるものでございます。総額で

は，前年度比で６，２１９万９，８７５円，１．９パーセントの減となっております。令

和２年度決算額における一般被保険者分，退職被保険者分を合わせた現年度分の収納率

は９０．０パーセントで，前年度比０．７パーセントアップしております。１目一般被

保険者国保税，２目退職被保険者等国保税とも，医療給付費分，後期高齢者支援金分，

介護納付金分の３つの区分に分かれており，この後説明させていただきます歳出の第３

款国民健康保険事業費納付金の各項に充当される財源となるものでございます。なお，

１目一般被保険者国保税の１節医療給付費分現年課税分から３節介護納付金分現年課税

分について，新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国保

税の減免に伴い，３月議会で減額補正を行っております。３７８ページ，３７９ページ

をお願いいたします。４款国庫支出金につきましては，令和元年度の７７万４，０００

円に対して，令和２年度は１，７３２万３，０００円の増となっております。主なもの

は，１項，１目災害臨時特例補助金で，東日本大震災の福島原発事故に伴う避難者の国

保税等の減免分を補填するためのものに加えて，新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入が減少した被保険者等の国保税の減免分に対して，交付されるものが新たに加わ



44

りましたことから，対象経費の増加により３月議会で増額補正を行っております。３８

０ページ，３８１ページをお願いいたします。５款県支出金は，市の保険給付に要する

費用等が県から交付されるものでございます。前年度比で８億８８７万８，９６８円，

８．１パーセントの減となっております。１目，１節普通交付金は，被保険者の医療費

である保険給付費の支払に必要な費用が，県から全額交付されるものでございます。２

節特別交付金の主なものですが，備考欄１行目の保険者努力支援分は，各保険者におけ

る医療費適正化や収納率の向上等，国保が抱える課題に対する取り組みなどの努力に対

して，点数に応じた支援金が交付されるもの。２行目の特別調整交付金分は，市町村の

特別な事情等を考慮して交付されるもの。また，３行目の県繰入金（２号分）は，県の国

民健康保険運営方針に対する取り組み状況の評価や財政力等を勘案した算定額が交付さ

れるものでございます。７款繰入金は，一般会計からの繰入金でございます。前年度比

で２億５，７２４万４０８円，１７．０パーセントの減となっております。３８２ペー

ジ，３８３ページをお願いいたします。１目，１節保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

は，一般被保険者の低所得者に対する保険税軽減分として，２節保険基盤安定繰入金（保

険者支援分）は，低所得者が多い保険者の支援分として，一般会計に交付された国，県

支出金に市費分を合わせて同会計から繰り入れるもので，額の確定により，３月議会で

それぞれ増額補正しております。６節その他一般会計繰入金は，収支不足分を補填する

ために，法定外分として計上している繰入金でございます。８款繰越金でございます。

１目繰越金は，令和元年度の決算剰余金で，３月議会で予算化しております。９款諸収

入でございます。１項，１目延滞金は，国民健康保険税の延滞金でございます。３８４

ページ，３８５ページをお願いいたします。３項雑入でございます。１目一般被保険者

等第三者納付金は，交通事故等の第三者の不法行為による保険給付について，県国保連

合会に損害賠償の求償事務を委託して収納した賠償金でございます。３目一般被保険者

返納金は，国保の資格喪失後に医療給付を受けた場合など，不当利得に係る返納金でご

ざいます。なお，収入未済額６６０万５，６６２円につきましては，返還請求をしてお

りますが，未納となっているもので，引き続き返還請求を行ってまいります。歳入は，

以上でございます。３８６ページ，３８７ページをお願いいたします。つづきまして，

歳出の事項別明細について，御説明いたします。１款総務費でございます。１項，１目

一般管理費は，国保給付係の人件費と国保事務執行に係る一般事務経費で，執行率は９

６．６パーセントでございます。２目国保連合会負担金は，県国保連合会に保険者とし

て加入する市町村負担金でございます。２項徴税費は，国保税の賦課事務に係る経費で

ございます。１目徴税総務費は，国保賦課係職員８名分の人件費でございます。２目賦

課徴収費は，国保税の賦課に係る事務経費で，執行率は９６．３パーセントでございま

す。３８８ページ，３８９ページをお願いいたします。１２節委託料の主なものは，備

考欄１行目の電算委託料で，国保加入者の資格，給付管理の共同電算処理や被保険者証

の作成等の電算業務委託料でございます。３項運営協議会費は，国保事業運営上の重要

事項等について審議するために，法令に基づき設置する国保運営協議会の経費でござい

ます。２款保険給付費につきましては，国保特別会計の歳出総額の６５．７パーセント
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を占めており，対前年比では７億７，８２８万８，８７８円，７．９パーセントの減とな

っております。減少した理由といたしましては，被保険者数の減少，新型コロナウイル

ス感染症の影響などが考えられます。１項，１目一般被保険者療養給付費は，一般被保

険者の診療や入院時などの給付分で，前年度比で６億４，６４３万４，６００円，７．７

パーセントの減となっております。２目退職被保険者等療養給付費は，退職被保険者の

診療や入院時などの給付分でございます。３９０ページ，３９１ページをお願いいたし

ます。２項高額療養費は，１か月間の医療費の自己負担が高額となった場合に，自己負

担限度額を超えた分が支給されるもので，１目が一般被保険者分，２目が退職被保険者

分の高額療養費負担金でございます。３９２ページ，３９３ページをお願いいたします。

４項出産育児諸費，１目出産育児一時金は，被保険者が出産した際に，４２万円を限度

として支給するもので，執行率は５６．４パーセントでございます。３９４ページ，３

９５ページをお願いいたします。５項葬祭諸費，１目葬祭費は，被保険者が死亡した場

合に，葬儀を執り行った方に葬儀費用として５万円が給付されるもので，執行率は９９．

５パーセントでございます。６項傷病手当諸費，１目傷病手当金は，新たなもので，新

型コロナウイルス感染症に感染，または，感染が疑われる被用者が，療養のため労務に

服することができない時に，療養中の生活保障として支給するもので，実施に当たり，

５月臨時会で増額補正を行っております。３款国民健康保険事業費納付金でございます。

制度改正により，県が市町村ごとに算出した額を国民健康保険事業費納付金として県に

支払うもので，１項医療給付費分，２項後期高齢者支援金分，そして，３９６ページ，３

９７ページの３項介護納付金分の３つに区分されており，合計３７億７，３３０万８，

５９２円で，前年度比では６億３，９５４万９，１７９円，１４．５パーセントの減とな

っております。これは，被保険者数の減少等に伴う医療費の減，県の決算剰余金活用等

により当該納付金の軽減措置が取られたことなどによるものでございます。３９８ペー

ジ，３９９ページをお願いいたします。５款保健事業費でございます。１項，１目特定

健診等事業費につきましては，保険者に義務付けられている特定健診事業において，メ

タボリックシンドロームに着目した健診に取り組み，生活習慣病予防対策や生活習慣の

改善指導を実施するための経費で，執行率は６８．３パーセントでございます。なお，

特定健診の令和２年度の受診率は，速報値で３０．９パーセントとなっております。歳

出の主なものは，１２節委託料の備考欄２行目の健診委託料で，市内や近隣の医療機関，

県総合健診協会，市医師会に対する特定健診及び特定保健指導の委託料，また，１８節

負担金補助及び交付金の備考欄にございます特定健診関連人間ドック等補助金は，人間

ドック，脳ドック受診者の特定健診に該当する項目分に対する補助でございます。２項

保健事業費，２目疾病予防費は，医療費適正化対策として実施している診療報酬明細書

の点検や，特定健診対象以外の分に対する人間ドック健診補助金などに係る経費でござ

います。執行率は，７５．９パーセントでございます。歳出の主なものは，４００ペー

ジ，４０１ページ，１８節負担金補助及び交付金の備考欄に記載の補助金で，１行目の

生活習慣病検診補助金は，受診の効率化を図るため，市が行う基本健診に合わせて癌検

診等を行っており，国保被保険者分の当該検診費用を補助するものでございます。また，
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その下の人間ドック健診補助金及び脳ドック健診補助金につきましては，特定健診項目

以外に対して市単独で助成を行っているもので，先ほど説明させていただいた特定健診

関連人間ドック等補助金と併せて補助金として支出しております。６款基金積立金は，

国保特別会計分の財政調整基金積立金で，３月議会で増額補正を行い，積立てを行って

おります。７款諸支出金でございます。１目一般被保険者等保険税還付金は，社会保険

等への切替えや転出に伴う国保税の過年度分の過誤納還付金で，新型コロナウイルス感

染症の影響による国保税減免に伴う還付金分として，１２月議会で増額補正を行ってお

ります。歳入，歳出の事項別明細につきましては，以上でございます。４９３ページを

お願いいたします。こちらの下の表が国民健康保険の実質収支に関する調書でございま

す。国民健康保険の実質収支は，歳入総額が１４０億４，５０３万６，０００円，歳出総

額が１３８億４，２６１万２，０００円で，歳入歳出差引額は，２億２４２万４，０００

円となります。 ４の（１）から（３）に記載の継続費逓次繰越，繰越明許費等の翌年度

へ繰り越すべき財源はございません。 従いまして，令和２年度決算における実質収支額

は，２億２４２万４，０００円となるものでございます。以上が，令和２年度国民健康

保険特別会計歳入歳出決算でございます。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

○奥谷副委員長 ３９４ページの傷病手当金，昨年新たにコロナ対応の傷病手当金がで

きたという話が先ほどありましたけれども，これの支給の内容と支給人数について教え

ていただけますでしょうか。

○元川国保年金課長 傷病手当金につきましては，まだ見込みが立たない状況で，実施

ということで，補正予算４００万円。その算出根拠といたしましては，延べ６０人位が

２週間程度の療養を必要とした場合を想定して，補正の増額をお願いしたところだった

のですけれども，実際こちらに申請があって，支給した人数で申し上げますと６名とい

う状況でございました。期間も，２週間とかそういった期間の方はなくて，金額的には

１８万７，０００円の支給となっております。ちなみに，この６名は全員感染された方

でございました。簡単ですが，説明は以上でございます。

○塚原委員 今のに関連してなのですけれども，これについてはホームページとかなん

かで，告知しているかと思うのですけれども，知っている人いるのかな。実際，私も知

らなかったので，申し訳ない勉強不足で。

○元川国保年金課長 こちらもいろいろな状況，先ほどもおっしゃったホームページと

か，機会がある事に周知しているつもりではいるのですけれども，ただ，やはり皆さん

が知っているかと言われると，ちょっと大丈夫ですとは言えないので，今後も周知を，

まだ継続している事業ですので，努めてまいりたいと思います。あと，今年度になって

から結構件数が上がってきている状況なので，今は感染が落ち着いてますけれども，結

構周知の効果も出ているのかなと感じているところなのですけれども，今後も周知徹底

に努めたいと思います。

○塚原委員 よろしくお願いします。

○矢口委員 私もコロナ関係でお伺いします。令和２年度１年間で，結果的にコロナの
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影響が出てきた決算だと思っているのですが，全体を通して，先ほどの個別の説明でも

コロナの影響で，支出が減った部分が確かあった気がしましたけれども，全体の部分で，

実質収支の部分でどういうふうな影響があったか簡単に教えていただけますか。

○元川国保年金課長 全部コロナになってしまうのですけれども，やはりコロナの影響

は大きいかと考えております。まず，受診控え。例えば，今まで月何回も行っていた方

が月１回に控えているとか，あるいは，コロナの防止もあっての感染予防が皆さん徹底

していることで，風邪とかそういったものも今まで以上に減っている，呼吸器官の病気

も減っているとか。そういったことで複雑なものがからまって，一番大きいのは医療給

付費がかなり，これは全国的に新聞報道とかでもありますけれども，国の方もこれまで

にない減り幅というような報道もございます。本市でも同じような状況でございまして，

その医療費が跳ね返って納付金とかそういったところに来るものでございますので，そ

ういうのが連動して予想していた受診状況とかよりもかなり，人間ドックもそうですし，

総合検診とかも例年よりかなり減っているので，こまごまとしたものが減って，全体的

に圧縮されて減っているような状況かなと考えます。ちょっと拙い説明で申し訳ありま

せん。以上でございます。

○矢口委員 とりあえず良い悪いは別にして，財政的にはプラスになっているというこ

とですよね。数字の上では。

○元川国保年金課長 赤字ではなく，差し引きで単純計算をすれば黒字ということで，

基金の積立ても結構な金額を積み立てることができていますので，財政は国保特会に限

りましては赤字にはなっていない状況でございます。

○田子委員 短期と留置きについて前年度比較で教えていただけますか。

○元川国保年金課長 短期の保険証の件でよろしいでしょうか。前年度の数字が手元に

ないのですけれども，今年度確認したところ短期被保険者証が１，６９１世帯に発行し

ております。こちらの発行の際には，まず予告通知を送付させていただいた上で，納税

相談等を実施の上，交付という手続きを取っているところでございます。

○田子委員 留置きについてもお願いいたします。

○元川国保年金課長 すみません，失念しておりました。留置きは実施しておりません。

これは，昨年同様です。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 次に，後期高齢者医療特別会計（実質収支に関する調書を含む）。こちら

の説明を，執行部よりお願いいたします。

○元川国保年金課長 後期高齢者医療特別会計について御説明させていただきます。４

０６ページ，４０７ページをお願いいたします。始めに，後期高齢者医療制度につきま

しては，平成２０年度に開始となりまして，７５歳以上の方は，それまで加入していた

国保や各種健康保険組合，共済組合等の被用者保険の資格がなくなり，後期高齢者医療

制度に加入することになるものでございます。制度の運営は，県内の全市町村で構成す

る茨城県後期高齢者医療広域連合が行っており，市の業務といたしましては，広域連合
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が賦課した保険料の徴収のほか，医療給付等に係る申請や届け出など，被保険者の窓口

対応が主なものでございます。歳入決算額の収入済額合計は，４０７ページの下段に記

載のとおり，２０億１０５万余円，前年度比で２億３，３３７万余円，１３．２パーセン

トの増となっております。増額の主な要因につきましては，被保険者数の増加，保険料

の改定に伴う保険料の増収によるものでございます。４０８ページ，４０９ページをお

願いいたします。次に，歳出でございます。歳出決算額の支出済額合計は，４０９ペー

ジの下段に記載のとおり，１９億９，７７２万余円，前年度比で２億３，２６４万余円，

１３．２パーセントの増となっております。増額の主な要因につきましては，広域連合

に支払う納付金の増額によるものでございます。４１０ページをお願いいたします。令

和２年度歳入歳出差引残額は，３３３万２，０９８円で，この全額を令和３年度会計に

繰越しするものでございます。４１２ページ，４１３ページをお願いいたします。歳入

歳出事項別明細書について御説明いたします。まず，後期高齢者医療の加入状況でござ

いますが，令和２年度末の被保険者数は２万７７４人で，前年度比で２２９人，１．１

パーセントの増となっております。なお，令和４年度以降，団塊の世代が，順次，後期高

齢者医療制度に移行することから，今後，ますますの被保険者数の増加が見込まれます。

第１款後期高齢者医療保険料は，被保険者の医療給付費に充てる財源として徴収するも

ので，年金から差し引かれる特別徴収と納付書により納付する普通徴収の２つの納付方

法がございます。総額では，前年度比で１億８，２５０万１，３４５円，１３．０パーセ

ントの増となっております。令和２年度決算額における１目特別徴収保険料と２目普通

徴収保険料の現年度分，過年度分を合わせた全体収納率は９８．５パーセント，前年度

比で０．２パーセントアップしている状況でございます。第３款繰入金でございます。

１目事務費繰入金は，職員の人件費や電算処理業務委託料などの事務費に対する一般会

計からの繰入れで，人事異動に伴う職員人件費の減により，１２月議会で減額補正を行

っております。２目保険基盤安定繰入金です。４１４ページ，４１５ページをお願いい

たします。備考欄１つ目の低所得者の保険料軽減分は，低所得者の保険料軽減分の一定

割合を公費で負担するため，一般会計に交付された県支出金に市費分を合わせて同会計

から繰入れるもので，額の確定により，３月議会で増額補正しております。また，その

下にございます被用者保険被扶養者の保険料軽減分は，後期高齢者医療制度加入前に，

会社の社会保険など健康保険の被扶養者であった場合，均等割額の５割と所得割額の全

額が軽減されることから，その保険料軽減分を公費で負担するため，前述の低所得者の

保険料軽減分と同様に，一般会計に交付された県支出金に市費分を合わせて同会計から

繰入れるものでございます。こちらも，額の確定により，３月議会で減額補正しており

ます。３目保健事業繰入金は，被保険者の健康増進を図るため，健康診査や人間ドック，

脳ドック受診の市単独分に係る経費を一般会計から繰り入れるもので，新型コロナウイ

ルス感染症の影響による受診者数の減少に伴い，３月議会で減額補正しております。第

４款繰越金でございます。１項，１目繰越金は，令和元年度の決算剰余金で，３月議会

で予算化しております。４１６ページ，４１７ページをお願いいたします。４項，１目

雑入の備考欄の後期高齢者健康診査業務委託金は，生活習慣病予防対策として広域連合
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からの受託により実施している被保険者の健康診査の委託金で，新型コロナウイルス感

染症の影響による受診者数の減少等に伴い，３月議会で減額補正しております。歳入は，

以上でございます。つづきまして，歳出の事項別明細について，御説明いたします。４

１８ページ，４１９ページをお願いいたします。第１款総務費の１項，１目 一般管理費

は，後期高齢者医療に係る事務経費で経常的なものでございます。執行率は，９８．５

パーセントでございます。第２款，１項，１目後期高齢者医療広域連合納付金でござい

ます。備考欄１つ目の後期高齢者医療保険料納付金は，収納済みの保険料を広域連合へ

納付するもので，保険料収納見込額の増額等により３月議会及び３月３１日専決処分で

増額補正しております。また，備考欄の一番下の後期高齢者医療保険基盤安定納付金は，

低所得者等の保険料軽減に係る公費負担分の広域連合への納付金で，一般会計に交付さ

れた県支出金に市費分を合わせて納付するものでございます。額の確定により３月議会

で増額補正しております。第３款保健事業費でございます。４２０ページ，４２１ペー

ジをお願いいたします。１項，１目健康診査費は，広域連合から受託して行う後期高齢

者医療被保険者の健康診査を行うための費用でございます。１２節委託料は，被保険者

の健康診査の基本項目について，市医師会及び県総合健診協会に委託するものでござい

ます。２目疾病予防費は，広域連合が指定する健康診査の基本項目以外について，市単

独で助成するものでございます。１２節委託料は，市が単独で助成する健康診査の追加

項目について，市医師会及び県総合健診協会に委託するものでございます。１８節負担

金補助及び交付金の補助金は，被保険者の人間ドック４４９名分，脳ドック受診者４５

名分への補助で，受診した医療機関に対して定額を助成するものでございます。４款諸

支出金の１項，１目保険料還付金は，死亡や転出等に伴う保険料の還付金でございます。

歳入，歳出の事項別明細につきましては，以上でございます。４９４ページをお願いい

たします。こちらの上の表が後期高齢者医療の実質収支に関する調書でございます。後

期高齢者医療の実質収支は，歳入総額が２０億１０５万２，０００円，歳出総額が１９

億９，７７２万円で，歳入歳出差引額は，３３３万２，０００円となります。４の（１）

から（３）に記載の継続費逓次繰越，繰越明許費等の翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いません。従いまして，令和２年度決算における実質収支額は，３３３万２，０００円

となるものでございます。以上が，令和２年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算で

ございます。よろしくお願いいたします。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 ここで，５分間位休憩といたします。

【休憩】

（午後４時００分再開）

○下村委員長 再開いたします。休憩前に引き続き特別会計の審査に入ります。介護保

険特別会計（実質収支に関する調書を含む）について，執行部よりお願いいたします。

○塚本高齢福祉課長 令和２年度介護保険特別会計の決算につきまして，御説明をさせ

ていただきます。決算書の４２４，４２５ページをお願いいたします。まず，介護保険，
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保険事業勘定の歳入でございます。４２５ページ下段の一番左，歳入合計収入済額は，

１１６億２，６８４万５，８５４円で，前年度比２．０パーセントの増，収入率は９９．

３パーセントとなっております。２．０パーセント増の主な要因は，６５歳以上の方で

ある第１号被保険者の増加に伴う，保険給付費の増による国県支出金等が増えたことに

よるものでございます。４２６，４２７ページをお願いいたします。次に，歳出でござ

います。４２７ページ下段の一番左，歳出合計支出済額は，１１５億７，９００万３，５

７８円で，前年度比２．６パーセント増，執行率は９７．２パーセントとなっておりま

す。前年比２．６パーセント増の主な要因は，介護保険サービス利用者の増加に伴う保

険給付費の増によるものでございます。次のページ，４２８ページをお願いいたします。

歳入歳出差引残額は，４，７８４万２，２７６円で，全額を令和３年度に繰り越してお

ります。４３０，４３１ページをお願いいたします。令和２年度介護保険，保険事業勘

定の歳入歳出決算事項別明細書につきまして，主なものを御説明させていただきます。

初めに，歳入でございます。１款保険料，１項介護保険料，１目第１号被保険者保険料

の収入済額は，前年度比で１．４パーセント減の２５億３，９７３万３６８円となって

おり，低所得者の保険料を軽減したことなどが主な要因でございます。６５歳以上の第

１号被保険者数は，前年度比で０．６パーセント増の４万６７５人です。３款国庫支出

金，１項国庫負担金，１目介護給付費負担金につきましては，介護給付費の２０パーセ

ントが交付されるもので，１節現年度分介護給付費負担金につきましては，当初予算を

下回ることが見込まれたので，３月議会で減額補正をしております。収入済額は，前年

度比で３，１６８万余円の増となりました。２項国庫補助金，１目調整交付金の１節現

年度分調整交付金につきましては，国庫負担金の調整分で，介護給付費及び交付率が増

加したことにより，前年度比２，７４７万余円の増となりました。４３２，４３３ペー

ジをお願いいたします。２目及び３目地域支援事業交付金につきましては，運動機能向

上や口腔ケアなどの介護予防事業及び地域包括支援センターの運営，市の任意事業に対

する国からの交付金で，ほぼ予算同額の収入済額となっています。４３４，４３５ペー

ジをお願いいたします。５目，１節保険者機能強化推進交付金につきましては，平成３

０年度から新設された交付金で，市町村が保険者としての機能，役割を果たしているか，

自立支援や重度化防止など介護予防を推進しているかを国が評価した内容に応じて交付

されるもので，３月議会で増額補正しております。７目，１節介護保険保険者努力支援

交付金につきましては，令和２年度に新設された交付金で，市町村による予防，健康づ

くり，高齢者の自立支援，重度化防止等の取組を，国が定める基準の評価結果に応じて

交付されるもので，３月議会で増額補正しております。４款，１項支払基金交付金，１

目介護給付費交付金につきましては，４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の介護保

険納付金分に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金で，介護保険給付費の２７パ

ーセントが交付され，国庫支出金と同様に，１節現年度分介護給付費交付金につきまし

ては，当初予算を下回ることが見込まれたので，３月議会で減額補正をしており，２節

過年度分介護給付費交付金につきましては，令和元年度決算による精算で実績が上回っ

た分を令和２年度で歳入したもので，９月議会で増額補正をいたしております。４３６，
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４３７ページをお願いいたします。２目地域支援事業支援交付金，１節現年度分地域支

援事業支援交付金につきましては，介護予防・日常生活支援総合事業費に係る社会保険

診療報酬支払基金からの交付金で，前年比４．０パーセントの増となっております。５

款県支出金，１項県負担金，１目介護給付費負担金，１節現年度分介護給付費負担金に

つきましては，介護給付費の１２．５パーセントが県から交付されるもので，収入済額

は前年度比１，７７０万余円の増となりました。２項県補助金，１目地域支援事業交付

金及び１枚おめくりいただいて４３８，４３９ページの２目地域支援事業交付金の１節

現年度分地域支援事業交付金につきましては，ほぼ予算同額の収入済額となっています。

６款財産収入，１項財産運用収入，１目利子及び配当金につきましては，介護給付費準

備基金の利子分で，３月議会で増額補正しております。７款繰入金，１項一般会計繰入

金，１目介護給付費繰入金，１節現年度分介護給付費繰入金につきましては，高額医療

合算介護サービス費について，不足が見込まれ１２月議会で増額補正を行いましたが，

介護給付費の市負担分について，当初予算を下回ることが見込まれましたので，３月議

会で減額補正をしております。収入済額は，前年度比４，５８０万円増となりました。

４４０，４４１ページをお願いします。２目地域支援事業繰入金，１節現年度分地域支

援事業繰入金は，前年度とほぼ同額です。３目地域支援事業繰入金，１節現年度分地域

支援事業繰入金も，前年度とほぼ同額です。４目低所得者保険料軽減繰入金，１節現年

度分低所得者保険料軽減繰入金につきましては，介護保険料第１から第３段階の低所得

者に対して介護保険料を軽減するもので，軽減額のうち国が２分の１，県と市がそれぞ

れ４分の１を負担するものです。３月議会で増額補正しております。４４２，４４３ペ

ージをお願いします。２項基金繰入金，１目，１節介護給付費準備基金繰入金につきま

しては，介護給付費の財源が不足した際に，基金を取り崩して充当をするものです。見

込では不足が想定されたことから増額補正を行いましたが，保険料等で賄えたことから，

取崩しは行いませんでした。８款，１項，１目，１節繰越金につきましては，令和元年度

の介護保険料決算剰余金並びに国，県の補助金や支払基金交付金の超過交付分，さらに

は一般会計からの繰入金の剰余金を，令和２年度に精算するため，９月議会で増額補正

したものです。９款諸収入，２項雑入，１目，１節第三者納付金につきましては，４４

４，４４５ページをお願いいたします。１節第三者納付金は，交通事故等により介護保

険を利用した方の費用について，加害者から納付されたもので，３月議会に減額補正し

ております。２目，１節返納金につきましては，介護報酬の過払い金の返還金でござい

まして，３月議会で増額補正しております。歳入の主なものにつきましては，以上でご

ざいます。つづきまして，歳出につきまして，御説明させていただきます。４４６，４４

７ページをお願いいたします。１款総務費，１項総務管理費，１目一般管理費につきま

しては，職員の人件費，一般事務経費，介護保険事務処理システムの保守管理や電算業

務委託料等の経費が主なものでございます。３項，１目介護認定審査会費，１節報酬は，

介護認定審査会に係る委員３６人に対する報酬が主なもので，令和２年度につきまして

は，１８１回の審査会を開催いたしました。４４８，４４９ページをお願いいたします。

２目認定調査等費，１節報酬につきましては，介護認定調査等にかかる非常勤職員６人
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分の人件費でございます。１１節役務費，手数料につきましては，要支援，要介護認定

の判定の資料となります，主治医意見書の作成料５，９７４件分が主なものでございま

す。つづきまして，２款保険給付費でございます。介護保険サービス利用者に対する保

険給付費用でございまして，介護保険特別会計の９３．８パーセントを占めております。

４５０，４５１ページをお願いいたします。１項介護サービス等諸費，１目居宅介護サ

ービス給付費につきましては，要介護認定者が利用した居宅介護サービス費用を負担割

合に応じてサービス提供事業者に支払ったもので，給付見込みに合わせ，３月議会で増

額補正しております。実績は，前年度比で２，１０９件増の８万６，４９０件で，１億

８，３５０万余円の増となっております。３目施設介護サービス給付費につきましては，

要介護認定者が施設に入所して利用したサービス費用を負担割合に応じて施設サービス

事業者に支払ったもので，前年度比で７５件増の１万４，０１０件で，１億２，２０６

万余円の増となっております。４５２，４５３ページをお願いします。７目居宅介護サ

ービス計画給付費につきましては，要介護認定者が介護保険サービスを利用する際のケ

アプランの作成費用を作成事業者に支払ったものでございます。９目地域密着型介護サ

ービス給付費につきましては，要介護認定者が利用したグループホームや認知症対応型

デイサービスなどの地域密着型サービス費用を負担割合に応じてサービス提供事業者に

支払ったものです。４５４，４５５ページをお願いいたします。２項介護予防サービス

等諸費，１目介護予防サービス給付費につきましては，要支援１と２の方が利用した介

護予防サービス費用を負担割合に応じてサービス提供事業者に支払ったものです。４５

６，４５７ページをお願いいたします。５目介護予防サービス計画給付費につきまして

は，要支援１と２の方が介護予防サービスを利用する際のケアプラン作成費用を，作成

事業者である地域包括支援センターに支払ったものでございます。４５８，４５９ペー

ジをお願いいたします。４項高額介護サービス等費，１目高額介護サービス費につきま

しては，介護保険サービス利用者の負担したサービス費用が，一定額を超えた場合，そ

の超えた額について償還払いをしたものでございます。４６０，４６１ページをお願い

いたします。６項特定入所者介護サービス等費，１目特定入所者介護サービス費につき

ましては，要介護認定者のうち，非課税世帯等の低所得者である施設利用者に対し，居

住費及び食費の自己負担分を軽減した費用でございます。４６２，４６３ページをお願

いいたします。３款地域支援事業費，１項介護予防・生活支援サービス事業費，１目介

護予防・生活支援サービス事業費，１８節負担金補助及び交付金の負担金につきまして

は，要支援の方又は総合事業対象者が利用した訪問型及び通所型サービス利用に係る費

用を負担割合に応じてサービス提供事業者に支払ったものでございます。４６４，４６

５ページをお願いいたします。２項，１目一般介護予防事業につきましては，体を動か

す機能の向上や生きがい対応型デイサービス事業など高齢者の方々が，いつまでも元気

で，要介護状態にならないようにするための事業に要した費用です。４６６，４６７ペ

ージをお願いします。３項包括的支援事業・任意事業費です。１目総合相談事業費から，

３目包括的ケアマネジメント支援事業までは，高齢者が介護保険サービスばかりでなく

様々な支援へとつなげられるように総合相談や支援を行うとともに，高齢者虐待対応を
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始めとして，様々な職種による継続的支援体制の構築を，地域包括支援センターや在宅

介護支援センターへ委託して行う業務となります。４目任意事業費につきましては，高

齢者とその家族の支援のための事業を保険者が独自で実施しているもので，高齢者等配

食サービス事業，認知症サポーター養成事業や見守りキーホルダー事業などを行ってい

ます。４６８，４６９ページをお願いいたします。６目生活支援体制整備事業費につき

ましては，地域住民を含めた多様な主体が連携し，高齢者の多様な日常生活上の支援体

制の充実，強化を図るため，市全域及び中学校区での協議体の運営や生活支援担い手養

成講座の開催にかかる事業に要した費用です。４７０，４７１ページをお願いいたしま

す。７目認知症総合支援事業費につきましては，認知症初期集中支援チームの専門医へ

の謝礼と，市内２か所で，それぞれ月に１回開催している，認知症カフェ運営に関する

委託料となっております。４款，１項基金積立金，１目介護給付費準備基金積立金つき

ましては，令和元年度の介護保険料決算剰余金や第三者行為納付金などを介護準備基金

に積立てしたものです。４７２，４７３ページをお願いいたします。５款諸支出金，１

項償還金及び還付加算金，２目償還金つきましては，令和元年度の国，県及び支払基金

への介護給付費負担金等の返還金で，９月議会におきまして，増額補正しております。

２項繰出金，１目一般会計繰出金につきましては，先程御説明した償還金と同様に，令

和元年度一般会計から繰入れた介護給付費等について，実績額が確定したことから，超

過受入れ分について，市の一般会計に返還したものです。続きまして，実質収支に関す

る調書でございます。４９４ページをお願いします。下段の介護保険 保険事業勘定の実

質収支につきましては，歳入総額が１１６億２，６８４万６，０００円，歳出総額１１

５億７，９００万４，０００円で，歳入歳出差引額は，４，７８４万２，０００円でござ

います。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので，実質収支額は，４，７８４万

２，０００円となります。説明につきましては，以上でございます。よろしくお願いた

します。

○下村委員長 ここまでで委員の皆様から質問等はありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 ないようですね。それでは、分科会の審査を終わります。分科会として

の賛否を確認します。これまで、この決算について賛成の方は挙手を願います。

（賛成７名）

○下村委員長 ありがとうございます。全員賛成ということでしたので、反対はおりま

せんでした。それでは、予算決算委員会文教厚生分科会を終了といたします。お疲れさ

までした。


